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○議事日程 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

      （諸般の報告） 

日程第 ２ 一般質問   ２番 稲 垣 淳 一 君 

             ３番 大 江 道 男 君 

 日程第 ３ 発議第 ２ 号 美幌町議会委員会条例の一部を改正する条例制定について 

日程第 ４ 議案第６７号 工事請負契約の締結についての議決の一部変更について〔美 

幌町役場庁舎建設電気設備工事設計変更に伴う契約額の変 

更〕 

 日程第 ５ 議案第６８号 美幌町債権管理条例の一部を改正する条例制定について 

 日程第 ６ 議案第６９号 美幌町税条例の一部を改正する条例制定について 

 日程第 ７ 議案第７０号 美幌町子ども発達支援センター条例の一部を改正する条例制 

定について 

 日程第 ８ 議案第７１号 美幌町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例制 

定について 

 日程第 ９ 議案第７２号 令和２年度美幌町一般会計補正予算（第９号）について 

 日程第１０ 議案第７３号 令和２年度美幌町国民健康保険特別会計補正予算（第４号） 

について 

 日程第１１ 議案第７４号 令和２年度美幌町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２ 

号）について 

 日程第１２ 議案第７５号 令和２年度美幌町介護保険特別会計補正予算（第４号）につ 

いて 

 日程第１３ 議案第７６号 令和２年度美幌町公共下水道特別会計補正予算（第２号）に 

ついて 

 日程第１４ 議案第７７号 令和２年度美幌町個別排水処理特別会計補正予算（第１号） 

              について 

 日程第１５ 議案第７８号 令和２年度美幌町水道事業会計補正予算（第２号）について 

 日程第１６ 議案第７９号 令和２年度美幌町病院事業会計補正予算（第４号）について 

 

○日程追加事件 

 追加日程第１ 議案第８０号 動産の取得について〔トラクター〕 

 追加日程第２ 議案第８１号 令和２年度美幌町一般会計補正予算（第１０号）について 

 

○議事日程 

 日程第１７ 意見書案第１０号 コロナ禍による地域経済対策を求める意見書について 

 日程第１８ 報告第１８号 定期監査報告について 

 日程第１９ 報告第１９号 財政援助団体監査報告について 

 日程第２０ 報告第２０号 例月出納検査報告について（８月～１０月分） 

 日程第２１ 閉会中の継続調査について 

 

○出席議員 

     １番 戸 澤 義 典 君      ２番 稲 垣 淳 一 君 
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     ３番 大 江 道 男 君      ４番 髙 橋 秀 明 君 

     ５番 木 村 利 昭 君      ６番 伊 藤 伸 司 君 

     ７番 馬 場 博 美 君      ８番 古 舘 繁 夫 君 

     ９番 藤 原 公 一 君     １０番 坂 田 美栄子 君 

 副議長１１番 岡 本 美代子 君     １２番 上 杉 晃 央 君 

    １３番 松 浦 和 浩 君  議 長１４番 大 原   昇 君 

 

○欠席議員 

なし 

 

○地方自治法第１２１条第１項の規定による出席説明員 

  美 幌 町 長        平 野 浩 司 君 
教 育 委 員 会        
教 育 長 

矢 萩   浩 君 

  監 査 委 員        髙 木   清 君   

 

○地方自治法第１２１条第１項の規定による出席受任説明員 

副 町 長        髙 﨑 利 明 君   総 務 部 長        小 室 保 男 君 

  民 生 部 長        那 須 清 二 君   経 済 部 長        石 澤   憲 君 

  建設水道部長        川 原 武 志 君   病 院 事 務 長        但 馬 憲 司 君 

  事務連絡室長        志 賀   寿 君   会 計 管 理 者        西   俊 男 君 

  総 務 主 幹        関   弘 法 君   防災危機管理主幹 河 端   勲 君 

  まちづくり主幹 佐々木   斉 君   政 策 主 幹 後 藤 秀 人 君 

  財 務 主 幹 中 尾   亘 君   契約財産主幹 大 場 正 規 君 

  税 務 主 幹 片 平 英 樹 君   環境生活主幹 渡 辺 靖 行 君 

  児童支援主幹        小 室 秀 隆 君   福 祉 主 幹        影 山 俊 幸 君 

  健康推進主幹        大 場 圭 子 君   農 政 主 幹        田 中 三智雄 君 

  みらい農業センター主幹  午 来   博 君   耕地林務主幹 中 沢 浩 喜 君 

  商工観光主幹 多 田 敏 明 君   建 設 主 幹        御 田 順 司 君 

  施設管理主幹 以 頭 隆 志 君   建 築 主 幹 吉 田 善 一 君 

  水 道 主 幹 石 山 隆 信 君   病院総務主幹 菅   敏 郎 君 

  地域医療連携主幹 高 山 吉 春 君   事務連絡室次長 横 山 聖 二 君 

  教 育 部 長 田 村 圭 一 君   学校教育主幹 遠 藤   明 君 

  学校給食主幹        斉 藤 浩 司 君   社会教育主幹 松 尾 まゆみ 君 

  スポーツ振興主幹 浅 野 謙 司 君   博 物 館 主 幹 鬼 丸 和 幸 君 

  農業委員会事務局長 佐々木 鑑 仁 君 

   

 

○議会事務局出席者 

  事 務 局 長        遠 國   求 君   次     長 佐 藤 和 恵 君 

  議 事 係 長        鶴 田 雅 規 君   議 事 係        新 田 麻 美 君 

  選挙管理委員会事務局長        
監査委員室長        

立 花 良 行 君 
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午前１０時００分 開議   

 

◎開議宣告 

○議長（大原 昇君） おはようございま

す。 

ただいまの出席議員は１４名でありま

す。定足数に達しておりますので、これか

ら、令和２年第１０回美幌町議会定例会、

第３日目の会議を開きます。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（大原 昇君） 日程第１ 会議録

署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は、会議規則第１２５条

の規定により、９番藤原公一さん、１０番

坂田美栄子さんを指名します。 

――――――――――――――――――― 

◎諸般の報告 

○議長（大原 昇君） 諸般の報告を行い

ます。 

諸般の報告については、事務局長から報

告させます。 

○事務局長（遠國 求君） 諸般の報告を

申し上げます。 

本日の会議につきましては、お手元に配

付しております議事日程のとおりでありま

す。朗読については省略させていただきま

す。 

次に、地方自治法第１２１条第１項の規

定に基づく出席説明員につきましては、第

１日目と同様でありますので、御了承願い

ます。 

以上で、諸般の報告を終わります。 

○議長（大原 昇君） 議事に入る前に、

民生部長から昨日の上杉議員の一般質問に

対する答弁の一部を訂正したいとの申出が

ありましたので、発言を許します。 

民生部長。 

○民生部長（那須清二君） 昨日の上杉議

員の一般質問に対する答弁で一部誤りがあ

りましたので、訂正をさせていただきたい

と思います。 

小規模多機能型居宅介護施設整備に係る

事業費についてですが、第６期美幌町総合

計画の第５次実施計画書に登載されており

ます令和３年度の事業費９９３万１,０００

円につきまして、昨日の説明では建設に対

する国からの補助金の間接補助分ですと答

弁をさせていただいたところですが、誤り

でありまして、その時点で建設が予想され

ておりました町有地にある建物、こちら旧

美英福祉寮ですが、そちらの取壊し費用で

ありましたので、訂正しおわびを申し上げ

ます。 

なお、現時点ではその場所での計画はご

ざいませんので、併せて御報告をさせてい

ただきます。 

まことに申し訳ございませんでした。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第２ 一般質問 

○議長（大原 昇君） 日程第２ 一般質

問を行います。 

昨日に引き続き、通告順により発言を許

します。 

２番稲垣淳一さん。 

○２番（稲垣淳一君）〔登壇〕 それで

は、通告に従いまして一般質問をさせてい

ただきます。 

私は今回、移住・定住施策についての質

問をさせていただきます。 

まず１点目には、コロナ禍における移住

策についてであります。 

現在はコロナ禍のため、当町は積極的な

移住策が取れず、お試し移住も受け付けて

いない状況であります。しかしながら、世

の中の動きは移住に対する意識が高まって

きている傾向にあります。コロナ禍の中、

都市から地方への移住者が増えています。 

従来の地方移住者といえば、年齢は５０

歳代から６０歳代、住居は退職金や都会の

家の売却資金で地方に家を購入、仕事は年

金があり、定職に就く必要はなく、畑仕事
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やボランティア活動、自家用車は夫婦に１

台で足りるというイメージでしたが、今の

移住者の傾向として、年齢は２０歳代から

４０歳代、賃貸住宅に住み、その後、自宅

を取得、中古物件をリノベーションする、

自家用車は２台所有し、現役世代なので働

く必要があり、子育て中なので教育環境へ

の関心が高く、さらには、テレワークとい

う手法で働き方が大きく変化を遂げている

状況です。 

当町として、今だからこその地方移住を

考えている方にアピールする手法を取り入

れていくべきと考えますが、今後の美幌町

の進む方向性としての町長の考えをお示し

ください。 

二つ目であります。 

シングルペアレント介護人材育成事業に

ついてであります。 

シングルペアレント介護人材育成事業と

は、人材が不足している介護保険サービス

事業者に対し、各地で増加しつつあるシン

グルペアレントの受入れを行い、一定期間

の産業体験を行う場合に要する経費の一部

を助成するなどの事業であります。 

美幌町外在住のシングルペアレントで、

高校生以下の子供と当町に移住する方を対

象とし、介護保険サービス事業所で就労が

可能な方に対し、給与、養育支援、家賃補

助、さらには介護サービスを実施するため

の資格取得支援、自動車の提供等々を、約

１年間の研修を受けることを条件とするな

ど、これから移住政策を進めていくとき

に、どういう方にこの町に住んでほしいの

かというターゲットを絞り込み、ピンポイ

ントで移住策を発信していくことも大事で

はないのかと考えます。 

これは私が平成２８年６月の一般質問

で、少子化対策について質問した内容の一

部でありますが、移住施策と少子化対策の

合体したモデルとして、シングルペアレン

ト介護人材育成事業の実施検討に向けての

町長の考えをお示しください。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君）〔登壇〕 稲垣議員

の御質問に答弁いたします。 

移住・定住施策について。 

コロナ禍における移住策についてです

が、本町における移住施策は、地方創生及

び人口減少対策として平成２７年度から本

格的に取組を開始し、移住体験住宅の運営

や移住相談会への出展を初め、各担当が推

進している起業家支援事業や新規就農者等

支援事業など、移住関連事業として様々な

取組を行ってきており、移住相談窓口及び

関連支援策を利用された方の移住実績は、

Ｕターンを含め５年間で５０名となってお

ります。 

また、子育て世代の施策充実等により、

２０歳代から４０歳代の転出入の差が、平

成３０年度はマイナス４７人に対しまし

て、令和元年度はマイナス２３人と転出超

過人数が減少してきており、これらの取組

が徐々にではありますが転出抑制の成果と

して数値に表れてきているものと分析して

いるところであります。 

今年度の移住施策の取組につきまして

は、新型コロナウイルス感染症の影響によ

り、移住体験住宅を年度当初から閉鎖し、

移住相談会につきましては、全て中止とな

ったことから、例年行っている取組につい

てはできていないのが現状ですが、北海道

が開催するオンライン移住相談会への参加

や、本町独自のオンライン移住相談窓口を

開設するなど、新たな取組も進めていると

ころであります。 

御指摘のとおり、新型コロナウイルス感

染拡大の影響により、リモートワークやテ

レワークが急速に定着してきたことによ

り、全国的に地方移住への関心が高まって

きております。 

６月２１日に発表されました内閣府の調

査結果におきましても、１５％の方が地方

移住への関心を高め、特に、東京在住の２

０歳代・３０歳代の方に限っては２０％か
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ら３０％とより強い関心の高まりを見せて

おります。 

これらの背景から、本町におきまして

も、移住を検討されている方への情報発信

媒体として、移住特設サイトと移住者向け

パンフレットの作成、さらに移住体験を希

望されている方への受け皿確保策として、

民間の空き家等を活用した移住体験住宅整

備促進事業を実施し、アフターコロナを見

据えた準備を進めているところでありま

す。 

美幌町の今後の進む方向性としまして

は、移住施策を完全移住者のみを施策対象

とするのではなく、テレワークやワーケー

ションを初めとした２地域居住や関係人口

を見据えた移住施策を推進してまいりたい

と考えております。 

次に、２点目のシングルペアレント介護

人材育成事業についてですが、人材が不足

している介護保険サービス事業所に対し、

都市部で増加しつつあるシングルペアレン

トの受入れを行うことで、少子化対策も含

め、町の課題を解決する一つの手法と考え

ますが、首都圏等の都市部に居住し、北海

道への移住を真剣に考えている世代に対

し、介護保険サービス事業所での就業体

験、美幌町内の生活環境などの視察をする

ことで、体験移住と移住後の仕事・住ま

い・暮らしのマッチングをすることが重要

であり、今後、移住施策の一つとして総合

的に判断してまいります。 

以上、御答弁いたしましたので、よろし

くお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ２番稲垣淳一さ

ん。 

○２番（稲垣淳一君） それでは、何点か

にわたりまして再質問をさせていただきま

す。 

答弁の中で、平成２７年度から町も移住

施策に本格的に取り組んでいると。割と遅

いスタートだったのかもしれませんが、遅

い早いというよりも、今どういう発信、ア

ピールをして取り組んでいるかということ

が大事だと思いますので、その点について

お尋ねしたいと思います。 

現在、移住実績といたしまして、Ｕター

ンを含め５年間で５０名と把握されている

と答弁がありましたけれども、その５０名

の方たちの年代、家族構成、職業など教え

ていただきたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 政策主幹。 

○政策主幹（後藤秀人君） ただいまの御

質問でございますが、年齢等、細かい部分

は押さえていない部分もあるのですが、移

住体験住宅を活用して移住された方が６名

で、起業家支援事業を活用されて移住され

た方が１３名、新規就農者支援事業を活用

して移住された方がＵターンを含めて３１

名ということで、合計５０名となっており

ます。 

よろしくお願いします。 

○議長（大原 昇君） ２番稲垣淳一さ

ん。 

○２番（稲垣淳一君） 人数はそれなりの

成果を上げていると理解するのですが、昨

今、コロナ禍ということだけではないかも

しれませんが、道外の都府県から移り住む

流れがあり、昔は流出超過が続いていたの

ですけれど、最近は転入超過で、４月から

１０月までの７か月連続して北海道は流入

増が３,０００人を超えている。 

そういう中で、北海道の道東の美幌町、

オホーツクの美幌町がどういう発信を見せ

て目に留めてもらうかが大事だろうと思い

ます。 

いろんな事業を中止している中で、担当

の方も苦慮されながら日々努力されている

のは理解をするのですが、何もできないか

ら手をこまぬいているわけではないと答弁

の中からも一定の理解をするのですが、さ

らに美幌町の考え方をいろいろとお尋ねし

ていきたいと思います。 

働き盛りは移住盛りという最近気になる

フレーズがあります。 
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２０歳代から４０歳代という若い生産人

口が北海道に移り住んできている。特に都

会からです。コロナ禍によって価値観が変

わったと言っているのです。 

満員電車に揺られて、高い給料をいただ

き、また高い家賃だったり、ある意味で裕

福な満ち足りた生活を行っている方たちが

コロナ禍によって生活サイクルといいます

か、生活環境、日常が変わってしまった。

その中で、何が生きることにとって、生活

にとって大事なのか。家族を守るのか、ま

た自分の環境、生活の充実を図るのか、い

ろいろな考え方があるかと思います。 

そこで、いろんな施策をしている中で、

特に注力している部分をお聞きしたいと思

います。 

町長は、地方へ移住する方たちは何を重

要なポイントとして移住を考えていると思

いますでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 移住を考えた場合

に、私が職員として担当していた時には、

仕事が一つのポイントだったのです。です

から、仕事があって、それに生活がどう

か。 

これは企業誘致もそうですけれども、ま

ず来るところの生活環境がどうかというこ

とだと感じております。 

昨今は、稲垣議員がおっしゃったよう

に、価値観や仕事の仕方が変わってきたこ

とによって、やはり家族とか、自分たちが

満足できるということは、家族、子育ても

含めてということ、その辺の違いは出てき

ていると思っています。 

どういうことかというと、美幌町を考え

れば、美幌町はこういうすてきな町ですよ

というアピールをしない限り、なかなか来

ていただけないと思っております。 

そういう意味では、私は美幌は自信を持

っていい町だと思っておりますので、その

辺の取組を今後どういうふうにしっかりし

ていくかを考えているところであります。 

○議長（大原 昇君） ２番稲垣淳一さ

ん。 

○２番（稲垣淳一君） 今、町長がいみじ

くもおっしゃいましたが、なぜその地方に

移住するのか、どこに移住するのか、そこ

でどういう仕事をするのか。そこが重要な

ポイントだと思います。 

今、いろいろと仕事があり、そこに生活

がありというお話をされましたけれども、

何を美幌町に求めて移住してくるのか。そ

の分析をきちんと押さえないと選ばれる町

として美幌町が成り立っていかないのでは

ないかと考えております。 

一般論を話しましたけれど、先ほど５０

名の移住された方が、美幌町に来た理由

は、Ｕターンだったり、移住体験をされ

て、美幌の町に魅力を感じて来ていると思

うのですが、改めて、美幌町に来る意味

を、美幌町を選んでもらうために、５０名

の方たちが特にこの部分が気に入ったので

美幌町にいるという話が聞きたいのと、５

０名いらっしゃれば、残念ですけれども定

住につながらなくて、リタイアしてしまっ

たという方もいらしたら、その辺の話を聞

かせてもらえればと思います。 

○議長（大原 昇君） 政策主幹。 

○政策主幹（後藤秀人君） ５０名の方々

は、様々な環境、状況の中で移住されてき

たと思いますが、Ｕターンにつきまして

は、やはり美幌町で育って、美幌町のよさ

をもともとわかっていたという部分が大き

いと思います。 

あとは、実家があるとか、親が美幌町に

いて将来的に親の面倒を見るだとか、そう

いった環境があると思われます。 

また、起業した方からは、美幌町の起業

家支援制度が非常に充実しているというこ

とをお聞きしております。それと、関わっ

た人たちが非常に優しいといいますか、そ

ういった人のよさという部分を起業された

方々からお話をいただいております。 

体験住宅を利用された方につきまして
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は、御高齢の方が多いのですが、北海道オ

ホーツク地区につきましては、雪と寒さが

ネックになっているとお話は聞いておりま

すが、体験して移住された６名の方につき

ましては、それも含めて北海道のよさを知

ったということで、この美幌町を選んでい

ただいたというお話を聞いております。 

○議長（大原 昇君） ２番稲垣淳一さ

ん。 

○２番（稲垣淳一君） 今、主幹がおっし

ゃった５０名の方たちは、おおむね好評、

来てよかったという感想をいただいている

と理解しましたが、今後、さらに移住策を

進めていく中で、改めて美幌町の何をどう

発信していくのかということと、この移住

策に対しては人もお金もかけているわけで

す。今後、どれぐらいの人数を見込んで移

住策を進めていくのかをお尋ねしたいと思

います。 

○議長（大原 昇君） 政策主幹。 

○政策主幹（後藤秀人君） 目標とする人

数でございますが、相手があってのお話で

すので、こちらが目標設定して、それを達

成できるかどうかという部分は非常に難し

いところですけれども、答弁の中にもあり

ました情報発信を含めて様々な取組を進め

ているところでございます。 

アフターコロナに向けて、とにかく美幌

町をまず知っていただくことを全国に発信

して、できれば年間５人程度を目標として

考えております。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ２番稲垣淳一さ

ん。 

○２番（稲垣淳一君） もちろん相手があ

ることですからということは理解するので

すが、以前同じ質問をしたときにはたしか

２人ぐらいだったのが２.５倍に増えたとい

うことで、少し安心しておりますけれど

も、もちろん相手あってのことで、費用対

効果を求めるものではないのは十二分に理

解するのですが、多くの労力とお金をかけ

て取り組む以上はある程度の数値目標を示

すべきだと思います。 

それに対して努力をしていくのは、どの

分野でも同じなので、逆に、自分にプレッ

シャーをかけて進めていくことも大事だろ

うと思いますが、町長も５人ということで

よろしいでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 人数がどうこうと

は私は思っておりません。ただ、担当が５

名努力したいということですので、一緒に

努力したいと思っています。 

今回、皆さんとつくっているまち・ひ

と・しごと創生総合戦略の中で別な見方を

すれば、来てもらうということもあるので

すけれども、答弁したとおり、出て行く人

と来る人の差をできるだけ縮めるという数

値でも考えていることも確かであります。 

ですから、移住定住といえば来てくださ

いということも大事なことですけれども、

逆に出て行かない方法とか、その差引きが

縮まる努力もしていかなければならないと

思っております。 

○議長（大原 昇君） ２番稲垣淳一さ

ん。 

○２番（稲垣淳一君） 私がこれから言お

うと思ったことを町長が先におっしゃった

のですが、移住策は、移住定住という一く

くりでいつも話が出るのです。もちろん一

くくりの考えもありだと思うのですが、や

はり美幌町に住み続けてこその移住策であ

り、また、実際に美幌町で生活されている

方たちが住み続けて、ついの住みかとして

美幌町を選んでいただきたいという思い

で、よりよい町づくりに日々皆さん努力し

ていると思っております。 

ですから、定住策という部分も大きく占

める分、主幹も先ほどおっしゃったよう

に、美幌町の子育て政策だとか、起業家支

援だとか、そういうものが認められている

ということが、そういう考えにつながって

るのだろうと。 
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ですから、この後も話が出ますけれど

も、人に来てもらうということは、イコー

ル美幌町に住んでいる方たちが皆さんを歓

迎して、いい雰囲気づくりが構築されてい

かないと長続きしないだろうと。移住して

きて、仕事もあって、生活もいいけれど、

近所の方たちの雰囲気が上から目線で住み

にくいだとか、美幌町の事例ではありませ

んけれども、そういうことで居づらくなっ

てリタイアしてしまったという話も聞くこ

とがあります。 

そのときに、いろんな発信はもちろんで

すが、美幌町に移住サポーターとか、そう

いう制度を考えたときに、自治会だとかが

受け皿になって、来た方の近隣に住む方が

一緒に住みやすい環境づくりをお手伝いす

る。いろんな慣習が違う方が見えると思い

ますので、特に本州から来た方はなおさら

違いについて不便なことがあると思いま

す。そういう移住サポーター制度を今後考

えていくべきではないかと思いますが、い

かがでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 移住サポーターに

ついてという話でいきますと、今、私ども

が整理をしている中においては、その役割

として、行政というよりも町民の方々でサ

ポーターをつくっていくことが必要だと思

っています。 

個々の施策として、こういうのはどうか

という話になるかと思うのですけれども、

移住定住を進める中で、何をしなければい

けないかというところについてはもう一回

きちんと振り返って、コロナ禍の中におい

ては、いろいろ考える時間があります。で

すから、私どものスタッフと言っているの

はじっくり考える、そして、スピードを持

って。言葉としては相矛盾ですが、これを

きちんとした中で何をやらなければいけな

いかということであれば、やはり移住定住

の美幌の魅力とか総合的に情報を発信する

システムづくりというか、町民の方とか、

町外の方々に対してというのは、答弁の中

にも書いてありますけれども、移住特設サ

イトの中身の整理を１回きちんとして、そ

れをまずやらなければいけないと思ってい

ます。 

その具体的な方策の一つとして、今提案

いただいたことは、私は有効だと思ってお

ります。 

申し訳ないですけれど、今総合的に美幌

町の情報として発信するものについては、

不十分な部分の組立てをしているところで

もあります。 

○議長（大原 昇君） ２番稲垣淳一さ

ん。 

○２番（稲垣淳一君） 私も自治会役員の

会合で、最近家が建っているとか、空き家

がリフォームされてどこかから人が来てい

るとか、自治会に入ってほしいということ

で、訪問していろんな話をさせてもらうの

ですが、みんながみんな快く入っていただ

けるわけではなく、言葉が悪いですが、氏

素性のわからない方が来ることもありま

す。それを否定するものではありませんけ

れども、そのような中で、美幌町に長く住

んで、このエリア、自治会にいてほしいと

いう、そういう小さなエリアかもしれませ

んが、そういうところの日々の暮らしが美

幌町の印象につながるのだろうと、私も

日々暮らしていて実感するところでありま

す。 

ですから、無意識に皆さんやっていると

思うのです。 

あえて制度をつくることもないかもしれ

ませんけれども、意識づけをするという意

味では、自治会連合会だとか、そういう皆

さんに、例えば、企業が来て、いろんな人

が移り住んでくるし、そのエリアに住む方

たちの今でいうお節介ですかね、そういう

部分もまだまだ私たちが忘れてはいけない

部分かなと思いながら、また、今はプライ

バシーの問題もいろいろありますので、そ

の辺のつかず離れずといいますか、そうい
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う雰囲気が難しいだろうと思いますが、長

く住み続けていただくために、そういうお

節介なことも私は個人としてやっていきた

いと思いますし、また自治会だとか、そう

いうところにもお願いして、積極的に関わ

っていければと思っておりますが、この移

住策について、最後にもう一度、繰り返し

になるかと思いますが、移住の特設サイト

の特徴といいますか、売りをお聞きして、

この話を終わりたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 今、総合的な発信

をする部分が不十分だと答弁をさせていた

だいた中で、移住の特設サイトを整理した

いという話をしております。 

先ほど人数をお話ししましたけれど、

個々については新規就農であったり、他に

誇れるような努力をしているところがある

のです。ですから、そういうものをどうや

ってトータルで見るかというと、まずは、

美幌町の移住定住戦略を明確にしましょう

ということです。 

具体的に何点かお話しさせていただけれ

ば、美幌町が求める移住定住者をしっかり

示すということです。 

農業の研修センターがあるので、農業に

おいて新規就農で受入れしますということ

を明確にするとか、ほかの方の一般質問で

もありましたけれど、不足する人材、今

回、稲垣議員も不足する人材についての提

案がありましたけれど、例えば介護従事者

がほしいとか、はっきりすることが１点で

す。 

２点目は、美幌の魅力、特徴・特性をし

っかり示す。特に魅力です。 

立地であれば女満別空港が近いとか、あ

と自慢できることであれば、子育てとか教

育をしっかりやっていると思うのです。そ

ういうものを来られた方が生活をしてこん

なにいい町だということを発信するという

ことです。 

３点目が、支援制度を明確にしていく。 

具体的に美幌ではこういうことを支援し

ていますと考えていて、４点目が、個々の

移住定住の様子をしっかり伝える。今まで

来た方が美幌のよかったことを伝えると

か、地元の人がどうぞ美幌に来てください

と、そういうことを体系的にきちんとまと

めて、これだけではなくまだ何点かありま

すが、長くなるのでやめますけれども、そ

ういう具体的な総合的なサイトを整理して

進めることが私は大事だと思いますし、先

進的にやっているところはそういう取組を

していて非常に感心しております。 

そういう意味では、移住の特設サイトを

しっかり整理した中で、総合的なサイトと

してしっかり全国にアピールできればいい

と思っております。 

長くなって申し訳ございません。 

○議長（大原 昇君） ２番稲垣淳一さ

ん。 

○２番（稲垣淳一君） すみません。 

やめると言ったのですけれど、今、町長

からるるお話をいただいて、まさしく今の

話は２番にもつながる話ですが、先ほど、

移住サポーターといいますか、我々住んで

いる人間が、来られた方が近所にいたらお

節介で頑張りたいという話をしたのです

が、やはり我々住んでいる人間が、来る人

たちに美幌町をどうアピール、どういう発

信をして、町の魅力アップに頑張っている

のかということを理解しないと、かみ合わ

なくなるともったいないので、移住策とい

うことはもちろんですが、住んでいてよか

った美幌町という思いを美幌町はこういう

ことで発信して、皆さんの生活を守ってい

る。皆さんの生活を後押ししていると、そ

ういう発信も併せてしていただくと、移住

というとよそから来る人ばかりのイメージ

で、我々は議員という立場ですので、いろ

んな施策等は理解しているつもりでありま

すが、一般の方ですとよそから来る人に手

厚くするのはもちろんだけれど、住んでい

る人も大事にしてほしいとなりかねませ
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ん。 

しかし、どういう思いで町が移住政策を

発信しているのか。 

それは愛する美幌町をより広めていくこ

とを思っての発信であると我々住んでいる

者も理解しないと、それこそせっかく美幌

に来たのに近所とうまくいかなかったとい

う話はもったいないので、その辺の発信も

併せてしていただけるように、我々も努力

いたしますが、そういうものも感じる次第

であります。 

それでは、二つ目のシングルペアレント

介護人材育成事業についてであります。 

これはシングルペアレントという言い回

しをしていますが、子育て中のひとり親世

帯の方たちを対象にということでありま

す。 

昨日の一般質問の中で、２名の議員が不

足している介護・医療関係の人材不足にど

う取り組むのかという質問をされていまし

た。まさしく、この支援事業は、そこに的

を絞った話であります。 

町長の人材不足に対しての考えは、昨日

聞きましたので、そのことについてはなる

べく触れないようにはしますが、移住策の

私が言うところのピンポイントです。 

散弾銃で数打てば当たるという言葉は失

礼ですが、うちの町はこれだけ頑張ってい

る、こんないいことをやっているというの

はわかるのですが、誰に向けて発信してい

るのかということです。 

先ほども町長の答弁にあったと思うので

すが、その辺をより明確に打ち出すこと

が、住む場所を探している方たちに引っか

かるものが出てくるかと思って、私はこう

いう事業の提案をさせていただいたのです

が、どうお考えでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 今回提案いただい

た中身は、島根県浜田市の内容かと思いま

す。 

より明確に示すということで、今進めよ

うとしている、進めている部分もあるので

すけれども、移住特設サイトの中で、最初

にどういう人材を美幌としては求めている

かという具体的な例を示していただいたと

思っています。 

私も興味があって調べていて、その辺の

話をさせていただきますと、気をつけなけ

ればいけないというのは、ピンポイントで

やったときに余りにも施策的に突出する、

全体で１年間研修すると４００万円ぐらい

出すという、要はひとり親、別な言葉では

シングルペアレント受入れ事業と言ってい

るのですけれども、市民の方々が本当にそ

こまでしてやるのかというような格差、そ

れよりも地元のひとり親の支援をしてほし

いという非難がかなりありまして、今はそ

こまでしていないです。 

ただ、そういうことを打ち出したことに

よって、市内のひとり親に対する施策の充

実という意味で、底上げされたことはいい

ことだと私は評価をしています。そういう

意味では、こういう事業を否定しません。 

他の町でもこういう人が必要だと示して

いる中においては、今言ったように、まず

やるためには地元の方にも理解をしていた

だくこと、それと定着する状況がつくれる

かということです。 

浜田市は１年だけの支援であとは事業所

任せという話で、それはつらいと考えてい

て、学ぶこともあるのですけれども、当

時、浜田市がやった施策は、私としては今

すぐやるという思いを持っていません。 

ただ、このベースになる考え方をしっか

り受けた中でやっていくことは可能だと思

っています。 

○議長（大原 昇君） ２番稲垣淳一さ

ん。 

○２番（稲垣淳一君） これは誘い水と受

け止めていただいて結構だと思うのです。

しゃにむにこれを進めないと美幌がなくな

るという話ではありません。 

ただ、うちの町は起業家支援もあります
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し、子育て、学校環境、また働く場も皆さ

んと一緒に考えてサポートしていくと、そ

ういうことが形になって浜田市はこのよう

にやっているのだろうと思っています。 

ですから、１から１０までこれを取り込

めということではなくて、町長もおっしゃ

いましたが、このことをベースに新たな美

幌モデルを構築していただくきっかけにな

ればうれしいと思っております。 

いろいろとお話ししてきましたけれど

も、何でも行政任せがいいとは私も思って

いませんが、今後、町長の考えの中で、民

間の皆さんに対して我々もこういう努力を

しているけれど、民間ではこんな努力がで

きないかとか、こういう後押しをしてくれ

ないかだとか、そういうものがあればお尋

ねしたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 移住ということで

言うならば、他の地域から来ていただく、

都会だけではないですけれども、やはり、

その方々に定着していただくためのいろい

ろな要素は、地域、職場で応援していける

かどうかということだと思うのです。 

私は美幌で生まれ育ったわけではないで

すけれども、美幌は外の人をしっかり受け

止めて、大事にしていただけるという風土

を持っていると思っていますので、そこを

絶やさないように皆さんとやっていきたい

と思いますし、特に、子育て・教育という

部分で、それを支えていく体制づくり、例

えば、今は子供食堂をやっていただいたり

とか、いろんな方が関わっていただいてお

ります。 

そういうことを皆さんと協力しながら実

施して、継続していければ、来ていただい

た方がそのまま定着していただけるのでは

ないかと考えております。 

○議長（大原 昇君） これで、２番稲垣

淳一さんの一般質問を終わります。 

暫時休憩します。 

再開は、１１時といたします。 

午前１０時４７分 休憩 

――――――――――――――――――― 

午前１１時００分 再開 

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。 

通告順により発言を許します。 

３番大江道男さん。 

○３番（大江道男君）〔登壇〕 私は、既

に通告をしております３項目について質問

をいたします。 

その一つは、新型コロナ第３波への対応

についてであります。 

最初に、ＰＣＲ検査の実施について質問

をいたします。 

新型コロナの感染拡大は、昨日も含めて

全国・全道で新規陽性者数、重症者数とも

に過去最多を日々更新するという状況でご

ざいます。感染爆発を抑えるためには、無

症状感染者の把握・保護が不可欠とされて

いるにもかかわらず、日本政府にあって

は、無症状者の把握・保護の検査戦略が全

くございません。 

人口当たり検査数は、結果的に１１月２

４日時点で世界１５２位、最低水準にあり

まして、この状況はとても感染爆発を止め

られない状況にあります。 

美幌町でも厳しい見方をすれば、感染者

発生は時間の問題ではないかという声がご

ざいます。せめて、医療機関と福祉施設、

高齢者、障がい者、児童の定期的ＰＣＲ検

査を実施すべきであると考えます。 

そのためにも全額国庫負担、現状は国・

地方２分の１ずつですが、全額国庫負担を

緊急に求めるべきと考えますが、いかがで

しょうか。 

２点目は、宿泊療養施設の確保について

であります。 

重症感染者の受入れは地元では困難とい

たしましても、軽症感染者を受け入れる宿

泊療養施設は確保してほしいという声がご

ざいます。町として検討はされているので

しょうか。伺いたいと思います。 
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３点目は、事業者に対する緊急の支援に

ついてであります。 

第３波到来で、町内の飲食店では上向き

かけていた売上げが１１月に入って６割に

減少、書き入れどきの忘年会、新年会が絶

望的など、御承知のとおり、経営が再び大

きく落ち込んでいます。 

コロナ禍で倒産を出さないために、国・

道・町が再び連携した支援を行うべきと考

えますが、いかがでしょうか。 

２項目めは、学校給食費無償化について

であります。 

完全無償化の検討について伺います。 

今年度から開始された第３子以降の給食

費無償化は、保護者などから大変歓迎され

ております。 

一方で、第１子、第２子の圧倒的多数の

児童・生徒の保護者からなぜ第３子以降だ

け無償化か、第１子、第２子の除外は納得

できないとの指摘が多数出ています。 

美幌町の少子化の実態を直視し、来年度

から第１子、第２子を含む全員の無償化に

踏み切るべきであり、仮に完全無償化が困

難としても、例えば半額助成などに踏む込

むべきと考えますが、いかがでしょうか。 

３項目め、障がい者雇用率の早期達成に

ついて伺います。 

今後の雇用の見込みについてであります

が、改正障害者雇用促進法の３年間の経過

措置が２０２１年、すなわち来年２月末日

で切れまして、３月１日から２.６％の法定

雇用率が美幌町にも求められます。美幌町

は２.５％の経過措置も未達成であり、本年

６月の調査でも前進が見られておりませ

ん。 

来春に向けてどのように障がい者雇用を

進める予定なのかお示しをいただきたいと

思います。 

以上、第１回目の質問でございます。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君）〔登壇〕 大江議員

の御質問に答弁いたします。 

なお、学校給食費無償化につきまして

は、後ほど教育長から答弁いたします。 

新型コロナ第３波への対応についてです

が、新型コロナウイルス感染症の拡大が全

国的に進み、北海道におきましては、１２

月１１日までを集中対策期間として、これ

以上の感染拡大を徹底して抑え込むため、

集中的な取組が実施されているところであ

ります。 

御質問の医療機関と福祉施設の定期的な

ＰＣＲ検査の実施についてでありますが、

国では、令和２年８月２８日開催の新型コ

ロナウイルス感染症対策本部会議におきま

して、検査体制の抜本的な拡充を掲げ、感

染拡大地域での医療機関や高齢者施設等に

勤務する者全員を対象とした一斉・定期的

な検査の実施等について示すとともに、都

道府県に対し、新型コロナウイルス感染症

に関する検査体制の拡充に向けた指針に基

づき、早期に新たな検査体制整備計画を策

定するよう要請しております。 

町におきましては、感染が拡大した場合

に備え、美幌医師会が運営する美幌町ＰＣ

Ｒ検査センターの開設に協力することによ

り、検査体制の拡充が図られたところであ

ります。 

現在の検査体制の中では、ＰＣＲ検査を

医療機関や福祉施設職員まで拡大して実施

することは困難であることから、当面の間

はかかりつけ医等が検査を必要とした方を

対象に検査することとなっております。 

今後も、国及び北海道の動向や情報収集

に努め、必要な対策を検討してまいりたい

と考えております。 

次に、宿泊療養施設の確保についてであ

りますが、宿泊療養施設の設置につきまし

ては、北海道が決定するものであり、１２

月１日現在、札幌市、函館市、旭川市、帯

広市に６か所設置されております。 

オホーツク圏域におきましては、感染者

が増加した場合に備えて、北見市にも療養

施設を設置する準備を進めているところと
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お聞きしております。 

町としましては、今後も感染拡大防止対

策のさらなる強化に努めてまいりたいと考

えておりますので、よろしくお願いいたし

ます。 

次に、事業者への緊急の支援についてで

すが、新型コロナウイルス感染症につきま

しては、１１月に入り全国的に拡大し、現

在第３波とも言われております。 

北海道でも同様に拡大し、１１月７日に

は道独自の警戒ステージを３に引き上げ、

集中対策期間を１１月２７日までとしてい

ましたが、その後も拡大は続いたため、集

中対策期間を１２月１１日まで延長してお

ります。 

御質問のコロナ禍で倒産を出さないため

の国・道・町が再び連携した支援の考えに

ついてでありますが、本町におきまして

は、町民皆様の感染予防に対する御理解、

御協力により、現在も感染者は確認されて

おりません。 

この本町における現状から、札幌市が緊

急的に要請しているような町内の飲食店に

対する営業時間短縮等の協力要請や要請に

対する協力金の支給を実施する考えはあり

ません。 

今後につきましては、新型コロナウイル

ス感染症による影響は長期化が予想されて

いることから、国・道の動向や商工会議所

を含めた関係団体と協議しながら、必要に

応じて各機関と連携した対策を検討してま

いりたいと考えておりますので、御理解を

お願いいたします。 

次に、障がい者雇用率の早期達成につい

て。 

今後の雇用の見込みについてであります

が、本町におきましては、本年策定した美

幌町障がい者活躍推進計画を基本に、障が

い者の雇用の促進と職業の安定を図ること

としているところでありますが、御指摘の

とおり、本年６月の調査においては、人数

にして１名分の雇用不足により法定雇用率

に届いていない状況があります。 

計画では、計画期間を５年とし、令和６

年６月１日の目標値を２．６０％としてい

るところでありますが、計画期間の途中に

おいても法定雇用率を達成すべく、障がい

者の特性や個性に応じた能力を有効に発揮

できる場の拡大を目指し、一人でも多くの

雇用を行う取組について、不断に実施する

ことが重要かつ必要であると認識している

ところであります。 

今後におきましては、来年度以降におい

て２名程度の採用を検討の上、募集時にお

きましては、障がい団体などを通じ、広く

募集、周知を行うことを初め、障がいを持

つ方々が対応しやすい採用選考の方法につ

いても考慮するなど、採用に向けた取組を

進め、障がいのある職員を含む全ての職員

が働きやすい職場づくりに向けて、しっか

りと取り組んでまいりたいと考えておりま

すので、御理解のほどよろしくお願いいた

します。 

以上、答弁いたしましたので、よろしく

お願いいたします。 

○議長（大原 昇君） 教育長。 

○教育長（矢萩 浩君）〔登壇〕 学校給

食費無償化についてお答え申し上げます。 

学校給食費の無償化につきましては、多

子世帯の負担軽減を図る子育て支援の観点

から、今年度より第３子以降の小中学校給

食費の無償化補助事業として実施してお

り、小学生１２５名、中学生１１名、計１

３６名の児童・生徒の保護者に対して、総

額６４８万円の補助金を交付の上、無償化

を図ることとしております。 

御質問の第１子、第２子を含む全員の無

償化を実施した場合に必要となる予算は、

年間約６,４３０万円となります。 

また、半額助成した場合に必要となる予

算は、年間約３,２１５万円となりますが、

自治体独自の政策であり、無償化に伴う国

及び道からの補助制度はなく、たとえ半額

助成を実施した場合においても、多額の財
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政負担を伴うこととなります。 

学校給食法及び施行令では、施設整備費

と人件費、修繕費は自治体の負担とされ、

それ以外の経費は保護者負担とされており

ます。 

本町では、さらに光熱水費や備品、消耗

品等に係る費用につきましても負担してお

り、保護者の皆様には食材費のみを給食費

として御負担いただいているところであ

り、第１子からの給食費の無償化は、本

来、国が責任をもって実施すべき事項であ

ると考えております。 

今年度から実施しました第３子以降給食

費無償化は、多子世帯の経済的負担が大き

い中、有効な負担軽減策と考えており、今

後も事業を継続実施していきたいと考えて

おりますので、御理解いただきますよう、

よろしくお願いいたします。 

以上、御答弁申し上げました。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ３番大江道男さ

ん。 

○３番（大江道男君） 順次再質問をさせ

ていただきたいと思います。 

先日、ＮＨＫの日曜討論で、政府が進め

てきたコロナ対策について失敗だったと言

わんばかりの発言が分科会の会長からされ

て、皆さん大変驚いている。御紹介します

が、尾身会長の発言ですが、日本がコロナ

対策で感染の拡大をしのいできた理由の一

つには、クラスターを早く見つけて、感染

源を特定したことにある。しかし、もう保

健所は疲弊して、クラスターの感染源を見

つける方法が取れなくなっている。感染源

を特定できなければどうなるのかというこ

とで、今、各界から、特に関係者からそれ

はどういうことかということで、事実上の

敗北宣言かということが指摘をされていま

す。 

ある専門家が、新型コロナには無症状感

染者がいることはダイヤモンドプリンセス

号での集団感染ではっきりわかっていたで

はないかと。クラスター追跡にこだわっ

て、無症状感染者を野放しにしてきたその

ときから今まで対策を誤ってきた。本来な

らＰＣＲ検査を徹底的に拡大するべきだっ

たが、クラスター追跡ができないと認めた

のなら、早急に方針転換して、例えば民間

のＰＣＲ検査センターを支援するなども含

めて、誰でも頻回検査、何回もという意味

ですが、頻回検査できるようにすることが

感染拡大防止の要だと言っているのです

が、幸い今のところ美幌町には感染者が出

ていないという状況ですが、御覧のとおり

奥尻では急速に拡大いたしました。 

多分、外部からの人口の移動によって急

速に広がったものと思われますが、美幌町

でも感染地域からの人の移動によって、症

状が出ていない、したがってＰＣＲ検査は

外れます。しかし、人は動きますから、感

染は幾らでも広がるということで、奥尻や

旭川のような状態にならない保証は全くあ

りません。こういう中で、政府はいまだに

人口の移動を進めるＧｏＴｏキャンペーン

をやめない。 

こういう状況の中で、一つは美幌町の住

民の安全・安心の責任を負う町長として、

今までの発熱・嘔吐症状が現れた者に対し

てＰＣＲ検査を行う、この基本方針に対し

て自治体の首長としてはとんでもないとい

う声を上げるべきではないかと思うのです

が、基本的な認識についてお伺いをいたし

ます。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 今、町長としての

基本的な考え方で、ＰＣＲ検査を行うこと

に対して、しっかり国にという話であれ

ば、そのことは私も同感できることであり

ます。 

ただ現実として、私が日々コロナ対策で

考えているのは、町民の安全・安心という

部分で、国がきちんとやってもらえない限

り町村ではできない。 

それよりも、感染しないためにどうすべ
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きかを、町民とどう徹底するかということ

に今の段階では全力を尽くすべきだという

考えで進めております。 

○議長（大原 昇君） ３番大江道男さ

ん。 

○３番（大江道男君） 第３波は日々過去

最多というデータの山が急速に拡大してい

るというのが全国的な状況です。 

そこで、私は、インフルエンザも同じよ

うにワクチン接種をしているけれども、大

体この時期に爆発的に広がっているという

ことで、その広がりを見てみました。 

そうしますと、前半は過去１０年のイン

フルエンザの感染の広がりのデータがある

のですけれど、ほぼ同じように急速にグラ

フは上向きになってきています。１年間を

通してのグラフとなっていますので、これ

で見ますと、年末、春以降で言えば、１年

の最終週は最高のピークですが、明けて１

月下旬から２月中旬にはその倍に達する大

きな山が来ています。１０年間大体同じよ

うな傾向です。 

３月上旬までは大変危険な状況が続くと

いう状況で、まして、まだ我々はワクチン

そのものを持っていないという状況ですか

ら、この広がりは予断を許さないと思って

います。 

特に、自覚症状のない方々は完全に野放

しにされているという状況から見ると、事

実上、水をためるバケツの底に大きな穴が

空いていて、そこから漏れた人たちは手の

打ちようがないということで、全ての市町

村はそんな状況に置かれて、一刻も早く感

染の終息を願っているという状況です。 

そこで、８月２８日の政府の対策本部の

今後の取組について見ているのですが、検

査体制の抜本的な拡充の中に、感染拡大地

域などにおいて、その期間、医療機関や高

齢者施設等に勤務する者全員を対象とする

一斉・定期的な検査の実施という項目があ

ります。ここで「等」が含まれている。 

行政用語なので大抵入りますが、この

「等」に着目をして、住民を守るために、

せめて医療機関や高齢者施設等に勤務する

者全員を対象として、一斉・定期的な検査

の実施に踏み込むという手だては、今後の

取組の方針からして当然認められているの

ではないかと思います。 

特に、北海道は、札幌が集中的ですけれ

ど、北海道全域が急速に感染者の拡大を見

ているということから考えて、現状はまだ

感染者が出ていないが、いつ出るかわから

ないということで、ＰＣＲ検査の実施にと

りあえずは全住民でなくても、医療機関や

高齢者施設等に勤務する者全員を対象とし

て検査することに踏み切ることは基本的に

は認められているのではないかと思うので

すが、いかがでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 基本的には認めら

れているということでいけば、答弁もさせ

ていただきましたけれども、国がそういう

ふうにやるということでやっていただけれ

ばいいと思っております。 

ただ、現実にできていないときに、それ

を町単独でやるやらないという論議は、私

は余り答えを出そうと思っておりません。 

現実的に考えると、先ほど大江議員はざ

るという言葉を使われましたけれども、美

幌としてエリアを設定して、人が動かない

というのであれば、今言ったように全員や

る形で、無症状者がいるいないという話を

考えれば感染は広がらない。 

その反対の例が島で起きているのは、ほ

かとの出入りができない中において、結果

的に広がっていくことを考えれば、美幌で

いけば、これだけ外から出入りする中にお

いて、それを実施するにしても、ではどこ

でやるか、費用のことがあるというよりも

どこでやるかというときに、今の美幌町の

医療機関にお願いして１回やった、いつで

も、どこでも、何回でもといったときに私

どもでよく言っているのは、コロナ対策も

大変なやらなければいけないことではある
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のですけれども、やはり透析を受けている

方の命をしっかり守るという前提の中で、

やりますとは医者の方々はそこまでの判断

をされないと思っております。 

ですから、現実的なことを考えれば、何

度も同じことを繰り返しますけれど、発生

しないためにそれぞれができることをしっ

かりやりましょうとお願いするしかないと

思っております。 

○議長（大原 昇君） ３番大江道男さ

ん。 

○３番（大江道男君） 日本のコロナウイ

ルスの感染が人数的に非常に少ないという

ことについては、私は一つは国民性だと

か、国民の習慣が基本にあると思います。 

私自身でもそうですけれど、いまだかつ

てインフルエンザでマスクをするというこ

とは１度もありませんでしたし、ワクチン

を接種するのも今回が初めてでした。 

多分多くの人は、マスクの着用だとか、

手洗い、うがい、３密を避けるというのは

今回が初めてだったと思うのですが、ほと

んどの地域ではそれがやられているので

す。やられているのでベースは広がらない

という民族的な、習慣的な特性があるのだ

なと。風邪を引いたらマスクをすることは

基本となっていますのでね。 

いまだにアメリカやイギリスなどを見て

いると、平気でマスクを着用しないですか

ら、うつると思います。そういうものに助

けられていることはあると思います。 

しかし、通常の年であれば、過去１０年

間の流れで見れば、ウイルスの感染は特に

冬場、寒くなって、湿度が低くなって急激

に感染が広がっているということをデータ

から類推すると、現状の２倍あるいは３倍

まで広がっても不思議ではないという状況

がデータ上は出てきます。 

そのときに、地元の医療機関あるいは介

護施設が完全に機能を失ってしまうという

ことになると、他の病気の人たちの命にも

関わるということになってしまうと思いま

す。 

そこで、全国の例を調べているのです

が、例えば、広島市では飲食店従業者を対

象として、１０月半ばからＰＣＲ検査が一

斉にされてきています。１２月５日からは

高齢者施設、医療機関を対象にして連日の

ＰＣＲ検査が開始されている。北九州市で

も同様です。高齢者、障がい者・児の入所

施設の職員を対象にしてやられています。 

北海道でも函館市の介護施設、高齢者施

設の新規入所者に対してやると。 

静岡県三島市でも、６５歳以上の高齢者

を対象にして、いずれも無料で検査が行わ

れているということで、全国的には特に危

険な自ら感染させてはならないという部分

を中心としてＰＣＲ検査が行われていま

す。 

昨日の午後になりますが、日本医師会の

中川会長が記者会見を行っておりますが、

全国で感染、特に市中感染が拡大している

現状では誰もが感染している可能性があ

る。いま一度初心に立ち返って、うつらな

いだけではなく、うつさないことが大切で

あることも忘れないでほしいと、こういう

訴えを行いました。 

誰もが加害者になる可能性を持っている

というこの訴えは、医療関係者の中でも、

特に最高の指導的立場である方なので、重

く受け止めなければいけないと思います。 

現状ではいろんな条件があるでしょうけ

れども、国と地方が２分の１ずつ費用の負

担をするということがありますが、各実施

市町村の予算で見ますと、そんなに多額の

予算は計上していないということで、私は

美幌町でも可能性はあるのではないかと思

います。 

特に、民間のＰＣＲ検査センターを活用

すべきではないのかというのは、十分美幌

町でも耳を傾けるだけの価値があると思い

ます。 

これ以上の感染が急速に拡大して、美幌

町でもとなったときのために事前に手を打
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つという意味で、ぜひ御検討いただきたい

と思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 先ほど言ったこと

の繰り返しになりますけれども、美幌町と

しては、町民の皆様が感染しないように、

それぞれが日常できること、それから、北

海道が今進めております新北海道スタイル

をしっかり守って、かからない努力をし

て、できるだけ医療機関に関わることがな

いような努力をすることを望みたいと思っ

ております。 

医師会としても協議していただいた中

で、答弁書にも書いてございますけれど

も、ＰＣＲ検査センターを設置して、町立

病院に影響がないようにということで、イ

ンフルエンザとコロナウイルスの区分けが

できないことによる対応を、地元としては

そういうことを想定しながらやっていただ

くということで進めていただいた中で、今

言われたように全員を検査して、美幌町だ

けがという考えは今の段階では持っており

ません。 

○議長（大原 昇君） ３番大江道男さ

ん。 

○３番（大江道男君） 予算なども考慮し

て慎重にやらざるを得ないということかと

は推察はいたします。それ以上は、このこ

とについて今日は踏み込まないようにした

いと思います。 

軽症者宿泊療養施設の確保については北

海道ということで、美幌町に適切な施設が

あると思っているわけではないですが、仮

に地元で無症状あるいは軽症者が出た場合

に、地元で療養ができる状況については、

ぜひ引き続き御検討いただきたいというこ

とを申し上げていきたいと思います。 

事業者に対する緊急の支援については、

いろいろ申し上げたいことがございます。 

何よりもありがたいのは現金で支援して

ほしいという声、あるいは、年が明ければ

消費税を払わなければならないということ

で、その対応が今のところできないという

ことだとか、感染予防のための手だてを行

っているが、その範疇で前後したとしても

広く認めて補助の対象にしてほしいという

ことなども含めて様々な意見が出ておりま

す。これは随時、町に対してもお届けをし

ていきたいと思います。 

今回の補正予算で、その一部が追加提案

されるとお聞きしていますので、それも含

めて逐次実態に即した支援の努力を行って

いただければと申し上げておきたいと思い

ます。 

時間の関係で次の項目に移りたいと思い

ます。 

学校給食費無償化についてであります。 

私は、第３子以降の無償化に踏み切った

ことは積極的に評価すべきものだと思いま

す。 

同時に、残された第１子、第２子に対し

て未来永劫見込みがないという状況は、私

はこれはいかがなものかと思います。 

答弁の中には、多子世帯の負担軽減を図

る子育て支援の観点ということで、それは

そうかなとは思います。 

今回、無償化補助事業として実施された

予算額で言えば、全員を対象とする場合の

１０分の１、それから、２分の１助成から

見ると５分の１ということで、多額の予算

が伴うことはわかります。 

私は、この間の美幌町の人口の減少状況

を町のデータをいただいてグラフ化してみ

ました。 

そうすると、昭和６０年、住民基本台帳

では２万６,６９７人の人口の中で、１,０

００人当たり１３.４人のお子さんが生まれ

た。３５７人です。平成２年、出生率が１,

０００人当たり１０.８人、以降町の人口が

減るに従って、出生率が右肩下がりに下が

っている。分母が小さくなって、率が小さ

くなれば、生まれてくる子供は大変少ない

状況になって、平成３０年には年間９１

人、出生率も４.６人、平成３１年はちょっ
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と上がって１０６人になりましたが、５.４

人。しかし、平成３１年は人口１万９,３１

６人ということで、分母が小さいので当然

生まれてくる子供の数は大きく下がる。 

私は様々な場面で、人口が減っているこ

とに対して、その意味での手だてを打つ必

要があるのではないかという思いをしてい

ます。 

その結果として、一定の予算がかかるの

はある意味仕方がないのではないかと。 

どんどん人口が減って、赤ちゃんが減っ

ていることに対して、お金がないから仕方

がないと言えるかということです。 

ここは、教育行政というよりも、やはり

町の執行権者としての町長の姿勢が今大変

大事な段階にあるのではないかと思いま

す。 

第３子以降無償化に踏み切られたのは、

平野町長の御決断です。第１子、第２子、

ここに何らかの完全無償化とはいかないけ

れども、せめて２分の１、あるいは、人に

よっては割合はともかく助成をしてほしい

との声があることに対して、執行者として

どうお考えなのか、町長のお考えを伺いた

いと思います。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 今回、学校給食費

の無償化ということで、第３子、多子世帯

の支援ということでやらせていただきまし

た。 

考え方として、教育長から答弁したとお

り、給食費については国がきちんと出すべ

きだということは変わっておりません。 

学校給食費という一つの項目として、親

御さんにとって見れば大事なことだと私も

認識します。ただ、そこだけにこだわっ

て、第１子、第２子を無償化しないという

ことではなくて、子育てをする中において

限られた財源を使うか、そのことに支援を

するかという判断だと私は思っておりま

す。 

ですから、去年は幼稚園、保育園が国に

よって無償化されて、給食に係るお金は当

然皆さん出してくださいと言われました。

でも、今まで保育料の中に入っていた方々

はなかなか納得できる話ではない。だか

ら、保育園については町が給食費を出しま

しょうと。それに関連して、幼稚園等につ

いても、今まで希望していた方、幼稚園で

用意する方については無償にしました。 

ですから私が言いたいのは、町として限

られた財源を、子育て支援に関して何と何

に出すかという選択だと思っています。 

大江議員が示された人口の減少と出生率

との割合、それとお金がかかるという議論

は本当にそのとおりだと思っています。 

そうは言っても、人口に合わせて町に交

付されるお金が下がっている以上、そのこ

とに対して何を選択するかは、その都度、

首長が将来に向けてどこまで負担するかと

いう判断をして、そして皆様の賛同を得て

実施するというふうに思っておりますの

で、繰り返しますけれど、私は今のところ

第１子、第２子に対しての無償化は考えて

おりません。 

○議長（大原 昇君） ３番大江道男さ

ん。 

○３番（大江道男君） 私は今年、政務活

動費を使いまして住民アンケートを実施い

たしました。 

その中の全体の約３割の方がこの学校給

食費について御記入をいただきました。８

６％の方が給食費無償化あるいは助成の拡

充に賛成だということです。子供を持つ家

庭に救いの手が差し伸べられてよかった、

全員無料にしてもいいと思います、少子化

の歯止めになります、このとおりだと思う

のです。 

私は町長が発言されているように、国・

道が抜けていますけれど、全道的に過疎が

進行している、人口減少にどう歯止めをか

けるかというときに北海道の態度は全く納

得がいきません。 

それは市町村がやることだと、一般会計
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で美幌町民一人当たりと、全道民一人当た

りの道の一般会計は同額です。どこにいっ

ているのだと、人口減少で悩んでいるとき

に、人口減少に対し北海道は何をやってく

れているのかということは、市町村から発

言していいのではないかと思いますし、国

に対しても全く同様だと思いますので、そ

の点では町長と認識は一致しています。 

少ない予算の中で、末端のゆりかごから

市町村行政の中でしかこのことを議論され

ていないということは、行く行く大変なこ

とになると思います。 

ちなみに、この波で言いますと、平成３

１年は人口２万人を切りましたので、５.

４％だったら、この人たちが一人も町から

出ていかなくて、全員美幌町で天寿を全う

されたとしても１万人にならないです。８,

０００人、９,０００人で終わってしまう。

こういうショッキングなデータが内蔵され

ています。 

まして、美幌町は仕事がないから高校卒

業したら美幌からいなくなりますとか、そ

ういう自然減を考えたときに大変恐ろしい

状況です。 

私は、大いにこの美幌町の人口減少や出

生率がどんどん下がっているということに

ついては、町を挙げて議論すべきことでは

ないかと思います。それは町がやることだ

ではないと思うのです。何を施策として取

り上げるべきかということについても、全

町民的な議論を大いにすべきだと思いま

す。 

私の記憶では、まち・ひと・しごと創生

の計画をつくった段階で、子育て中の保護

者に出したアンケートの結果、トップは小

学校入学後の費用負担を軽くしてほしいと

いうことでした。 

これを再度実施することがいよいよ必要

になっているのではないかと、逆立ちして

も全然人口は返ってこないという段階での

議論ではなくて、今ならまだ可能性につい

て大いにお互いに議論できるということ

で、ぜひ、この人口減少の、それから子育

て支援ということで、私はどの施策が当た

った、あるいは、当たっていないというこ

とを表しているのではないですけれど、総

合的な評価が結局こういうグラフに表れて

いる思うのですが、町長、これでこの点で

は最後にしたいと思うのですが、いかがで

しょうか。やっていただけませんでしょう

か。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 何を実施するかと

いうことについては、町民の皆様ときちん

と論議をしなければいけないということは

大江議員がおっしゃるとおりだと思ってい

ます。 

この頃、それぞれの計画をつくるときの

アンケートをじっくり見せていただいてお

ります。その中で感じるのは、例えば、子

育て世代の方々、就学している親御さんに

してみれば、給食費を無償化してほしいと

いうことは皆さん思っているのです。 

私は、例えば今やるとすれば、これとこ

れと５点のうちどれを優先してやってほし

いか、先ほど町民の皆さんと話す必要があ

るというのは、そこがポイントだと思うの

です。 

ですから、自分が対象になっている人は

やっていただいたほうがうれしい、でも気

にする人は、そういう問いかけに私たちが

こうしてもらうように、こういう人たちに

してほしいという人がそういうアンケート

に丸をつけなかったり、要は世代全体で美

幌として何を皆さんが要求して、望んでい

るものを選択するという、これからはそう

いう努力をしっかりする必要があると私は

思っています。 

その中で、本当に全町民が給食費の第１

子、第２子無償化を皆さんがすべきだとい

うことであれば、それは町民皆さんの意向

でありますので、町のかじ取りを任されて

いる私とすれば、それは施策として反映し

なければならないと思っておりますので、
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御理解よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ３番大江道男さ

ん。 

○３番（大江道男君） ぜひ、少子化の中

の子育て支援がどうあるべきかオープンな

議論を進めるべきだと思います。 

ただその際に、スクラップアンドビルド

という、どれかを達成するためにはどれか

を手放さなければならないということが最

善の方法だとは思いません。 

その点も申し上げて、最後の質問に移り

たいと思います。 

障がい者雇用率の早期達成についてとい

うことで、実は御答弁が今年策定した計画

で論を進めていますが、私は、今から３９

年前に国連が国際障害者年ということで、

障がい者も完全参加と平等だということで

各国に施策の充実を求めています。 

その流れの中で、３年前に３年間の経過

措置はつけるけれど、３年間２.５％で、３

年後、来年３月１日からは２.６％の法定雇

用率を達成してくれということで、この流

れの中にあって美幌町では１人あるいは２

人というレベルで達成できていないです。 

私は、以前から平野町長が障がい者に対

して大変思いやりを持った対応、行動を取

って来られたことを知っているだけに、こ

のままでは額面どおり美幌町は何をしてい

るのかと見られるなと。町の評価、町長の

姿勢そのものに、なんていう町だという評

価を下されるのではないかということで前

回も取り上げているわけです。 

確かに、障がい者を雇用するのは、いろ

んな条件があるとは思うのですが、新庁舎

が目の前で完成する。一月か二月かどうし

ても不都合があるのであれば、５月からの

採用、６月からの採用だっていいではない

ですか。 

特に、６月１日で全道一斉に雇用率が再

び発表されます。当然のことのように、北

海道労働局は未達成だということで公にさ

れます。もともとそういう冷たい町であれ

ば別ですけれど、決してそうではないの

に、何だという思いで質問をしています。 

何とか手だてを取っていただけません

か。町長いかがでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 副町長。 

○副町長（髙﨑利明君） ただいまのお話

でございます。 

新庁舎建設に伴いまして、障がいのある

方含めて職員が働きやすい職場環境が整う

ということでございます。 

そういう中で、ただいま法定雇用率を下

回っておりますので、速やかに法定雇用率

を上回るよう関係機関とも協議しまして、

障がい者の雇用を確保するという形で、美

幌町へ就職を希望される方も必要でしょう

し、応募していただけるようにＰＲ、周

知、募集をかけながら、ぜひ来ていただき

たいという形で法定雇用率の確保に向け

て、計画的に雇用の推進に取り組んでまい

りますので、御理解いただきたいと存じま

す。 

○議長（大原 昇君） ３番大江道男さ

ん。 

○３番（大江道男君） 管内の町村会の採

用試験の制度があるようですが、聞くとこ

ろによりますと、そこでは障がい者という

枠で確保されてはいないということも含め

て、ぜひ改善すべきだと思いますし、町独

自でも努力をしていただきたいということ

を申し上げます。 

○議長（大原 昇君） これで、３番大江

道男さんの一般質問を終わります。 

以上で、一般質問を終わります。 

暫時休憩します。 

再開は、１３時２０分といたします。 

午後 ０時００分 休憩 

――――――――――――――――――― 

午後 １時２０分 再開 

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第３ 発議第２号 
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○議長（大原 昇君） 日程第３ 発議第

２号美幌町議会委員会条例の一部を改正す

る条例制定についてを議題とします。 

直ちに提案理由の説明を求めます。 

１２番上杉晃央さん。 

○１２番（上杉晃央君）〔登壇〕 発議第

２号美幌町議会委員会条例の一部を改正す

る条例制定について、提案理由の説明をい

たします。 

今回の条例改正については、１１月臨時

会において可決され、令和３年４月１日よ

り部の新設や再編などが行われることか

ら、委員会条例中における部の名称につい

て変更するものであります。 

変更内容については、総務文教厚生常任

委員会の所管に町民生活部を加え、民生部

を福祉部に改め、経済建設常任委員会の所

管である建設水道部を建設部に改めるもの

であります。 

○議長（大原 昇君） これから質疑を行

います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。 

これから、発議第２号美幌町議会委員会

条例の一部を改正する条例制定についてを

採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第４ 議案第６７号 

○議長（大原 昇君） 日程第４ 議案第

６７号工事請負契約の締結についての議決

の一部変更についてを議題とします。 

直ちに提案理由の説明を求めます。 

総務部長。 

○総務部長（小室保男君） 議案書５ペー

ジになります。 

議案第６７号工事請負契約の締結につい

ての議決の一部変更について御説明を申し

上げます。 

令和元年８月１３日議決の美幌町役場庁

舎建設電気設備工事に係る工事請負契約の

締結についての一部を次のとおり変更する

ものとする。 

役場庁舎の建設工事につきましては、建

築主体、電気設備、機械設備の３分割によ

り発注し、令和３年２月１５日の完成に向

けまして工事は順調に進んでございます

が、電気設備の工事内容の一部に変更が生

じたことから、設計変更を行うものでござ

います。 

変更する事項としては、契約の金額を４

億１５０万円から１,５６９万７,０００円

増額し、４億１,７１９万７,０００円とい

たします。 

契約の相手方は、電建・北新特定建設工

事共同企業体。代表者、網走郡美幌町字美

禽１８４番地１２、株式会社電建美幌支

店、支店長飯坂伸一であります。 

変更の概要として、１点目は、電力量・

電流値の計測点追加及び計測間隔の短縮に

伴う増、２点目は、電話交換機工事及びＬ

ＡＮ配線工事の追加に伴う増、３点目は、

機器の仕様変更及び設置台数の変更等に伴

う増減、以上になります。 

なお、工期につきましては、令和３年２

月１５日で変更はございません。 

以上、議案第６７号について御説明を申

し上げました。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） これから質疑を行

います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。 

これから、議案第６７号工事請負契約の

締結についての議決の一部変更についてを

採決します。 
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この採決は起立によって行います。 

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第５ 議案第６８号 

○議長（大原 昇君） 日程第５ 議案第

６８号美幌町債権管理条例の一部を改正す

る条例制定についてを議題とします。 

直ちに提案理由の説明を求めます。 

総務部長。 

○総務部長（小室保男君） 議案書６ペー

ジになります。 

議案第６８号美幌町債権管理条例の一部

を改正する条例制定について御説明を申し

上げます。 

美幌町債権管理条例の一部を改正する条

例を次のように制定しようとする。 

記以下につきましては、参考資料により

御説明いたしますので、参考資料の１ペー

ジをお開き願います。 

資料１、議案第６８号関係。 

美幌町債権管理条例の一部を改正する条

例制定について。 

改正目的でございますが、地方税法等の

一部改正に伴い、延滞金に係る用語の名称

を改正するものであります。 

改正内容でございますが、地方税法等の

一部を改正する法律が令和３年１月１日に

施行され、延滞金に係る用語である特例基

準割合の名称が延滞金特例基準割合に変更

されます。 

このため、条例で規定する割合の用語を

特例基準割合から延滞金特例基準割合へ改

正するものであります。 

参考資料２ページに条例改正に係る新旧

対照表を掲載しておりますので、御参照い

ただければと思います。 

根拠法令は、地方税法。 

施行日は、令和３年１月１日でございま

す。 

以上、議案第６８号につきまして御説明

をいたしました。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） これから質疑を行

います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。 

これから、議案第６８号美幌町債権管理

条例の一部を改正する条例制定についてを

採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第６ 議案第６９号 

○議長（大原 昇君） 日程第６ 議案第

６９号美幌町税条例の一部を改正する条例

制定についてを議題とします。 

直ちに提案理由の説明を求めます。 

総務部長。 

○総務部長（小室保男君） 議案書７ペー

ジになります。 

議案第６９号美幌町税条例の一部を改正

する条例制定について御説明を申し上げま

す。 

美幌町税条例の一部を改正する条例を次

のように制定しようとする。 

記以下につきましては、参考資料により

御説明いたしますので、参考資料の３ペー

ジをお開き願います。 

資料２、議案第６９号関係。 

美幌町税条例の一部を改正する条例制定

について。 

改正目的でございますが、地方税法等の

一部改正に伴い、国民健康保険税の軽減判
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定所得の算定基準について改正するもので

あります。 

改正内容でありますが、個人所得課税の

見直しを踏まえた国民健康保険税の見直し

となります。 

個人所得課税におきまして、働き方改革

を後押しする観点から特定の収入にのみ適

用される給与所得控除、公的年金控除の控

除額を１０万円引き下げ、どのような所得

にも適用される基礎控除を１０万円引き上

げる改正が令和３年１月１日から施行とな

ります。 

このため、国民健康保険税の負担水準に

関して、被保険者が２人以上いる世帯の場

合、個人所得課税の見直しにより軽減措置

の対象に該当しないケースがあることか

ら、不利益が生じることのないように軽減

判定所得の算定基準を見直そうとするもの

であります。 

今回の改正では、軽減判定所得につきま

して基礎控除額を３３万円から４３万円に

引き上げるとともに、被保険者のうち一定

の給与所得者と公的年金等の支給を受ける

者の数の合計数から１を減じた数に１０万

円を乗じて得た金額を加え、軽減対象を判

定する際の基準額といたします。 

その他、法改正に伴う引用条項、字句の

整理を行います。 

なお、参考資料４ページ以降に新旧対照

表を添付しておりますので、御参照いただ

ければと思います。 

根拠法令は、地方税法。 

施行日は、令和３年１月１日でございま

す。 

以上、議案第６９号について御説明をい

たしました。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） これから質疑を行

います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。 

これから、議案第６９号美幌町税条例の

一部を改正する条例制定についてを採決し

ます。 

この採決は起立によって行います。 

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第７ 議案第７０号 

○議長（大原 昇君） 日程第７ 議案第

７０号美幌町子ども発達支援センター条例

の一部を改正する条例制定についてを議題

とします。 

直ちに提案理由の説明を求めます。 

民生部長。 

○民生部長（那須清二君） 議案の９ペー

ジをお開きください。 

議案第７０号美幌町子ども発達支援セン

ター条例の一部を改正する条例制定につい

て御説明申し上げます。 

美幌町子ども発達支援センター条例の一

部を改正する条例を次のように制定しよう

とする。 

記以下につきましては、参考資料で御説

明いたしますので、参考資料の７ページを

お開きください。 

資料３、議案第７０号関係。 

条例名は省略させていただきます。 

改正目的でありますが、現在、美幌小学

校内で実施している幼児ことばの教室を、

子ども発達支援センター建物内に移転させ

るため、本年９月定例議会で内部改修費に

ついて補正予算を計上させていただいたと

ころですが、このたび改修工事が完了した

ことに伴い、条例改正を行うもので、発達

支援センターと幼児ことばの教室が一体と

なり、幼児期における発達の相談等に対し

て支援していくものであります。 

改正内容ですが、美幌町子ども発達支援
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センター、幼児ことばの教室の位置を、現

在の美幌小学校内から発達支援センター所

在地である仲町１丁目１４２番地の６９へ

改正するものです。 

新旧対照表につきましては、８ページを

御参照願います。 

施行日は、令和３年１月１日でありま

す。 

以上、御説明いたしました。よろしくお

願いいたします。 

○議長（大原 昇君） これから質疑を行

います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。 

これから、議案第７０号美幌町子ども発

達支援センター条例の一部を改正する条例

制定についてを採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第８ 議案第７１号 

○議長（大原 昇君） 日程第８ 議案第

７１号美幌町後期高齢者医療に関する条例

の一部を改正する条例制定についてを議題

とします。 

直ちに提案理由の説明を求めます。 

民生部長。 

○民生部長（那須清二君） 議案の１０ペ

ージをお開きください。 

議案第７１号美幌町後期高齢者医療に関

する条例の一部を改正する条例制定につい

て御説明申し上げます。 

美幌町後期高齢者医療に関する条例の一

部を改正する条例を次のように制定しよう

とする。 

記以下につきましては、参考資料で御説

明いたしますので、参考資料の９ページを

お開き願います。 

資料４、議案第７１号関係。 

条例名は省略させていただきます。 

改正目的でありますが、地方税法等の一

部改正に伴い、延滞金に係る用語の見直し

による改正を行うものです。 

改正内容ですが、地方税法等の一部を改

正する法律が令和３年１月１日に施行とな

り、地方税法における延滞金に係る用語で

ある特例基準割合が延滞金特例基準割合と

見直しされたことに伴い、条例を改正する

ものです。 

新旧対照表は、１０ページでございま

す。 

根拠法令等は地方税法で、施行日は令和

３年１月１日であります。 

以上、御説明いたしました。よろしくお

願いいたします。 

○議長（大原 昇君） これから質疑を行

います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。 

これから、議案第７１号美幌町後期高齢

者医療に関する条例の一部を改正する条例

制定についてを採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第９ 議案第７２号 

○議長（大原 昇君） 日程第９ 議案第

７２号令和２年度美幌町一般会計補正予算

（第９号）についてを議題とします。 

直ちに提案理由の説明を求めます。 

総務部長。 

○総務部長（小室保男君） 議案書１２ペ
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ージになります。 

議案第７２号令和２年度美幌町一般会計

補正予算（第９号）について御説明を申し

上げます。 

令和２年度美幌町の一般会計補正予算

（第９号）は、次に定めるところによる。 

今回の補正につきましては、ふるさと納

税に係る必要経費の増額のほか、新型コロ

ナウイルス感染症の影響に伴う事務事業の

中止等に係る予算の整理、事業費の確定に

伴う執行残の整理などを行おうとするもの

であります。 

歳入歳出予算の補正。 

第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳

出それぞれ１億１,４１０万２,０００円を

減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出そ

れぞれ１７５億８,４６０万８,０００円と

する。 

第２項につきましては、事項別明細書に

より御説明いたします。 

地方債の補正。 

第２条、地方債の変更は、第２表地方債

補正で御説明いたしますので、議案書の１

６ページをお開き願います。 

第２表、地方債補正。 

１段目の役場庁舎改築等事業につきまし

ては、建築主体工事、機械設備工事の内容

に変更が生じたことから設計変更を行いた

く、その財源を地方債に求めるものであり

ます。 

設計変更の内容につきましては、後ほど

歳出において御説明いたしますが、地方債

を７９０万円増額し、補正後の限度額を１

４億５,９８０万円といたします。 

起債の名称は、公共施設等適正管理推進

事業債、充当率は７５％、交付税措置率は

３０％であります。 

４段目の町内消費喚起プレミアム商品券

発行事業につきましては、その財源に新型

コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交

付金を活用することによる減額となりま

す。 

ほかの事業につきましては、事業費の確

定に伴う予算の整理でございます。 

次に、議案書の１７ページになります。 

臨時財政対策債につきましては、借入額

の確定に伴う予算の整理でありまして、充

当率は１００％、元利償還金の全額が普通

交付税で措置されます。 

以上のとおり、地方債の限度額を２,１５

３万６,０００円減額し、補正後の限度額を

３０億８,５９６万９,０００円といたしま

す。 

続いて、歳出につきまして御説明をいた

しますので、２７、２８ページをお開き願

います。 

１款議会費、１項、１目議会費、１、議

会運営事務費の減のうち、議員報酬１５５

万４,０００円の減は、新型コロナによる町

民生活への影響を踏まえ、本年７月から令

和３年３月まで議員報酬を５％減額したこ

とによる予算の整理となります。 

次に、２款総務費、１項、４目財産管理

費、２、庁舎改築等事業費の増のうち、手

数料の３万円は、建築確認に係る計画変更

申請手数料などによる増額であります。 

一つ飛んで工事請負費、役場庁舎建設建

築主体工事４９０万６,０００円は、労務単

価の変動に伴うスライド条項の適用のほ

か、新型コロナ感染症対策といたしまし

て、トイレブース及び階段手すりの変更、

網戸の設置などによる設計変更に伴う増額

となります。 

役場庁舎建設機械設備工事３９万６,００

０円は、自動制御盤の仕様変更などによる

設計変更に伴う増額となります。 

次に、下段の５目企画費、１、政策推進

事業費の増のうち、事務事業協力報償１,４

００万円、手数料１０９万８,０００円、次

のページ、３０ページになります。上段の

ふるさと寄附金募集受付業務委託料１９０

万円、次の積立金１,０００万円につきまし

ては、ふるさと納税の増収を見込んでの増

額補正となります。 
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当初予算におきましては、ふるさと納税

を４,３００万円と見込み、返礼品などの必

要経費を予算措置いたしましたが、本年１

０月末現在の寄附金の総額は２,４０３万

１,０００円と前年度を大きく上回っている

ことから、今年度末の寄附総額を７,０００

万円に上方修正し、必要経費に係る予算を

措置するものでございます。 

次に、中段の９目財政調整等基金費、

１、財政調整等基金積立金の増、積立金の

５万円は、１０月１３日、弟子屈町在住の

増子清様より、ご子息の故増子和也様が生

前美幌町にお世話になったお礼として、５

万円の御寄附をいただきましたので、財政

調整基金に積み立てるものであります。 

なお、参考資料１１ページに基金の年度

末予定残高を掲載しておりますので、御確

認をいただければと思います。 

次に、１１目諸費、７、特別定額給付金

給付事業費の減、９５２万９,０００円の減

につきましては、新型コロナの感染拡大を

受け実施されました国の緊急経済対策で、

町民に一律１０万円を給付した事業の実績

に伴う予算整理となります。 

本町における給付対象者は１万９,１３９

人であり、申請のあった給付者の総数は１

万９,１２１人、給付を希望されなかった方

は８人、未申請の方は１０人となってござ

います。 

次に、３１、３２ページをお開き願いま

す。 

３款民生費、１項、３目高齢者福祉費、

中段から下になります。 

８、介護保険特別会計負担事業費の増、

繰出金、介護保険特別会計繰出金３２０万

８,０００円は、介護サービス給付費の増額

に伴う一般会計からのルール分の繰出金に

なります。 

下段の５目障害福祉費、３、障害者自立

支援事業費の増、業務等委託料、障害者福

祉システムプログラム改修委託料１１５万

５,０００円は、国の障害者自立支援給付審

査支払い等システムの改修に係る委託料の

追加であります。 

その下の庁用備品２３万６,０００円は、

遠隔手話サービスに使用するタブレット端

末の購入費用となります。 

議案書の３３、３４ページをお開き願い

ます。 

上段になります。 

２項、１目児童福祉総務費、１、児童福

祉事務費の増、補助金、認定こども園施設

整備補助金１３８万９,０００円、次の保育

所等整備補助金１９万５,０００円につきま

しては、美幌大谷幼稚園の施設整備に係る

事業費の確定に伴う増額になります。 

その下の新型コロナウイルス感染予防対

策支援事業補助金５０万円につきまして

は、美幌藤幼稚園に対して、国の緊急包括

支援交付金を交付するための間接補助とな

ります。 

中段の４目児童措置費、１、児童手当支

給事業費の増、償還金利子及び割引料５５

８万２,０００円は、令和元年度児童手当国

費交付金の精算に伴う返還金になります。 

３５、３６ページになります。 

６款農林水産業費、１項、上段の４目農

業振興費、２、新規就農者等支援事業費の

減、交付金、農業次世代人材投資資金１５

０万円の減でありますが、新規就農者１名

が国の資金対象となっておりましたが、農

業機械導入に係る国庫補助事業を申請し、

資金の対象から除外されたことによる予算

の整理となります。 

中段になります。 

７款商工費、１項、２目商工業振興費、

１、商工業振興推進事業費の減、補助金、

新型コロナウイルス対策中小企業者感染予

防支援金３,７１０万円の減は、事業者に対

して感染予防対策として一律１０万円を支

給するもので、当初７００件分の予算を措

置いたしましたが、実績が３２９件となり

ましたので、今回予算の整理を行います。 

次に、３目観光費、１、観光振興事業費
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の増、負担金、女満別空港整備利用促進協

議会負担金２７２万円につきましては、管

内の２市９町で構成する協議会におきまし

て、コロナ禍における航空事業者の運行維

持に対する支援経費を予算計上するもので

あります。 

総事業費は３,０２１万６,０００円であ

りまして、その９％相当額２７２万円を美

幌町が負担いたします。なお、財源といた

しまして地方創生臨時交付金を２００万円

充当いたします。 

このページの下段、８款土木費、２項、

２目道路橋梁維持費、２、道路橋梁補修事

業費の減、業務等委託料、道路標識調査業

務委託料４３８万２,０００円の減でありま

すが、こちらは事業費調整により調査を２

か年に変更することに伴う減額補正となり

ます。 

次の３７、３８ページにつきましては、

いずれも入札執行残の整理になります。 

３９、４０ページをお開き願います。 

１０款教育費、１項、３目教育振興費、

１、教育振興事業費の減、補助金、美幌高

等学校間口対策補助金１６０万円の減であ

りますが、令和２年度の入学者を９２名と

見込んで所要額を予算計上いたしました

が、入学者が６９名となりましたので、予

算の整理を行います。 

次に、中段になります。 

４項、２目社会教育振興費、５、芸術文

化振興事業費の減のうち、積立金１万円に

つきましては、１０月２３日、北海道コカ

コーラボトリング株式会社様から、びほー

るギャラリーに設置されております自動販

売機の売上げの一部９,７９１円の御寄附が

ありましたので、基金に積立てを行うもの

でございます。 

次に、４１、４２ページになります。 

下段になります。 

１２款職員給与費につきましては、給与

改定に係る期末手当の減額、人事異動に伴

う会計間異動等による予算の整理となりま

す。 

続きまして、歳入につきまして御説明い

たしますので、議案書の２１、２２ページ

にお戻りを願います。 

１２款地方交付税、１項、１目、１節地

方交付税９,０５２万９,０００円は、普通

交付税の額の確定に伴う増額であります。 

次に、中段から下になります。 

１６款国庫支出金、２項、７目、２節観

光費補助金２００万円でありますが、先ほ

ど歳出で御説明したとおり、女満別空港整

備利用促進協議会負担金に地方創生臨時交

付金を充当するための予算計上になりま

す。 

なお、本町に交付される臨時交付金の予

定総額につきましては、６億７,１５６万

５,０００円でありますが、今回の補正を含

めた充当額は６億２,３９２万８,０００円

となります。残る４,７６３万７,０００円

につきましては、今後のコロナ対策に充て

てまいりたいと考えてございます。 

議案書２３、２４ページになります。 

１９款寄附金、１項、１目、１節一般寄

附金２,７０５万円のうち、５万円につきま

しては、１０月１３日、弟子屈町在住の増

子清様より、ご子息の故増子和也様が生前

美幌町にお世話になったお礼として御寄附

をいただいたものでございます。 

ふるさと寄附金の増２,７００万円は、寄

附件数の増加を受けまして、当初予算に計

上した４,３００万円を７,０００万円に上

方修正いたします。 

４目、２節社会教育費寄附金１万円につ

きましては、１０月２３日、北海道コカコ

ーラボトリング株式会社様から、びほーる

ギャラリーに設置をしております自動販売

機の売上げの一部、９,７９１円について御

寄附をいただいたものでございます。 

２０款繰入金、１項、１目、１節財政調

整基金繰入金、１億１,８５９万６,０００

円の減とその下の２目、１節公共施設整備

基金繰入金１億６,５５０万円の減につきま
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しては、今回の補正予算に係る財源調整と

して、それぞれ基金への繰り戻しを行うも

のでございます。 

２１款繰越金は、平成３１年度決算に係

る前年度繰越金の全額を支消するものであ

ります。 

２２款諸収入、５項、５目、１節雑入３

１万２,０００円のうち、物品等売払の増、

３０万円につきましては、公園遊具の撤去

により発生した鉄くずの売払収入になりま

す。 

２５、２６ページになります。 

２３款町債につきましては、第２表地方

債補正で御説明したとおりでございます。 

申し訳ございません。 

歳出において、私の説明内容に一部誤り

がございましたので、恐れ入りますが議案

書の４０ページをお開きいただきたいと思

います。 

このページの３行目です。 

美幌高等学校間口対策補助金１６０万円

の減ということで、今年度の美幌高校の入

学者数を、私は６９名と説明をいたしまし

たが、６５名が正しい数字でございます。

６９名ではなく６５名が正しい数字でござ

いますので、申し訳ございませんが訂正を

いただければと思います。 

以上、議案第７２号令和２年度美幌町一

般会計補正予算（第９号）につきまして御

説明を申し上げました。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） これから質疑を行

います。 

９番藤原公一さん。 

○９番（藤原公一君） 私から１点だけで

すけれど、３２ページ、障害者自立支援事

業費の増、庁用備品２３万６,０００円で

す。 

手話遠隔サービスのタブレット購入のお

金だと思うのですけれども、タブレット端

末を何台購入しようと計画されているの

か。 

お願いいたします。 

○議長（大原 昇君） 民生部長。 

○民生部長（那須清二君） 端末につきま

しては、１台となっております。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ９番藤原公一さ

ん。 

○９番（藤原公一君） その１台はどこに

置く予定でしょうか。 

○議長（大原 昇君） 民生部長。 

○民生部長（那須清二君） しゃきっとプ

ラザの窓口において活用することとなって

おります。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ９番藤原公一さ

ん。 

○９番（藤原公一君） 現在使っているタ

ブレット端末もあると思うのですけれど

も、それも併用して使うということでよろ

しいでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 福祉主幹。 

○福祉主幹（影山俊幸君） ただいまの御

質問ですけれども、現在、団体からお借り

しているタブレットを使用させていただい

ておりまして、そちらは基本的に高齢者福

祉で使ってほしいということで団体からあ

りましたので、基本的には新しく購入する

タブレット端末を使用させていただくので

すが、もし、２名同時に障がいのある方が

来庁されましたら、両方のタブレットを使

って受付するということがあろうかと思い

ます。 

よろしくお願いします。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

５番木村利昭さん。 

○５番（木村利昭君） それでは、１点だ

け質疑させていただきます。 

４０ページの教育振興費です。 

美幌高等学校間口対策補助金、１６０万

円の減額ですけれども、こちらが減額にな

った詳細を教えていただければと思いま
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す。 

○議長（大原 昇君） 教育部長。 

○教育部長（田村圭一君） 美幌高等学校

間口対策補助金の減額の内訳でございま

す。 

当初予算では、町外農業科を１２名で１

２０万円を見込んでおりましたが、実績と

いたしましては７名で７０万円の支出とな

っているところでございます。 

普通科及び町内農業科に入学する生徒に

つきましては、８０名で１人５万円の４０

０万円を見ていたところでございますが、

実績といたしましては、５８名で２９０万

円の支出となっているところでございま

す。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） これで質疑を終わ

ります。 

これから、議案第７２号令和２年度美幌

町一般会計補正予算（第９号）についてを

採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第１０ 議案第７３号 

○議長（大原 昇君） 日程第１０ 議案

第７３号令和２年度美幌町国民健康保険特

別会計補正予算（第４号）についてを議題

とします。 

直ちに提案理由の説明を求めます。 

民生部長。 

○民生部長（那須清二君） 議案書の４６

ページをお開き願います。 

議案第７３号令和２年度美幌町国民健康

保険特別会計補正予算（第４号）について

御説明申し上げます。 

今回の補正につきましては、職員給与の

改定及び一般被保険者保険給付費の増額に

伴う補正でございます。 

令和２年度美幌町の国民健康保険特別会

計補正予算（第４号）は、次に定めるとこ

ろによる。 

歳入歳出予算の補正。 

第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出

それぞれ１,８２８万２,０００円を追加

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞ

れ２６億４,５０４万７,０００円とする。 

第２項につきましては、事項別明細書で

御説明いたします。 

歳出から御説明いたしますので、５５、

５６ページをお開き願います。 

３、歳出。 

１款総務費、１項総務管理費は、給与改

定に伴う職員手当等の減額と人事異動に伴

う職員の会計間異動の人件費を精査した結

果、８３１万８,０００円を減額するもので

ございます。 

２款保険給付費は、支給実績の見込みに

より、１項療養諸費を８３０万円、２項高

額療養費を１,８００万円それぞれ増額する

ものです。 

５７、５８ページをお開き願います。 

５項葬祭諸費につきましても、支給実績

の見込みにより３０万円増額するもので

す。 

次に、歳入を御説明いたしますので、５

３、５４ページをお開き願います。 

２、歳入。 

２款道支出金につきましては、保険給付

費の増に伴い保険給付費等普通交付金を２,

６６０万円増額するものでございます。 

４款繰入金につきましては、１項、１目

一般会計繰入金を人件費の減額等に伴い８

３１万８,０００円減額するものでございま

す。 

以上、御説明いたしました。よろしくお
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願いいたします。 

○議長（大原 昇君） これから質疑を行

います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。 

これから、議案第７３号令和２年度美幌

町国民健康保険特別会計補正予算（第４

号）についてを採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第１１ 議案第７４号 

○議長（大原 昇君） 日程第１１ 議案

第７４号令和２年度美幌町後期高齢者医療

特別会計補正予算（第２号）についてを議

題とします。 

直ちに提案理由の説明を求めます。 

民生部長。 

○民生部長（那須清二君） 議案書の６０

ページをお開き願います。 

議案第７４号令和２年度美幌町後期高齢

者医療特別会計補正予算（第２号）につい

て御説明申し上げます。 

今回の補正につきましては、職員給与の

改定及び後期高齢者医療広域連合負担金の

確定等に伴う補正でございます。 

令和２年度美幌町の後期高齢者医療特別

会計補正予算（第２号）は、次に定めると

ころによる。 

歳入歳出予算の補正。 

第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出

それぞれ１９０万８,０００円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３億

２,２４１万９,０００円とする。 

第２項につきましては、事項別明細書で

御説明いたします。 

歳出から御説明いたしますので、６９、

７０ページをお開き願います。 

３、歳出。 

１款総務費、１項総務管理費のうち、期

末・勤勉手当、職員共済費等及び退職手当

組合負担金については、職員の給与改定に

伴う減額であります。 

業務等委託料、後期高齢者医療システム

改修委託料１４０万３,０００円の増額につ

きましては、平成３０年度税制改正におけ

る住民税の基礎控除額見直しに伴い必要と

なるシステムの改修費用であります。 

２款後期高齢者医療広域連合納付金につ

きましては、令和元年度の事務費精算に伴

い事務費負担金を２０５万２,０００円減額

し、保険基盤安定負担金の確定及び保険料

の実績見込みにより保険料等負担金を２６

０万５,０００円増額するものでございま

す。 

次に、歳入について御説明いたしますの

で、６７、６８ページをお開き願います。 

２、歳入。 

１款後期高齢者医療保険料につきまして

は、実績見込みにより特別徴収保険料を４

１４万９,０００円増額し、普通徴収保険料

を２８万２,０００円減額するものでござい

ます。 

２款繰入金につきましては、広域連合市

町村事務費負担金の減に伴い事務費繰入金

を９７万７,０００円減額し、保険料の軽減

措置分の確定に伴う保険基盤安定繰入金を

１６６万円減額するものでございます。 

３款繰越金につきましては、前年度繰越

金の確定による補正でございます。 

５款、１項国庫補助金、高齢者医療制度

円滑運営事業費補助金２８万円の増額につ

きましては、後期高齢者医療システム改修

費に対する補助金であります。 

以上、御説明いたしました。よろしくお

願いいたします。 

○議長（大原 昇君） これから質疑を行

います。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。 

これから、議案第７４号令和２年度美幌

町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２

号）についてを採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第１２ 議案第７５号 

○議長（大原 昇君） 日程第１２ 議案

第７５号令和２年度美幌町介護保険特別会

計補正予算（第４号）についてを議題とし

ます。 

直ちに提案理由の説明を求めます。 

民生部長。 

○民生部長（那須清二君） 議案書の７２

ページをお開き願います。 

議案第７５号令和２年度美幌町介護保険

特別会計補正予算（第４号）について御説

明申し上げます。 

今回の補正につきましては、職員給与の

改定及び介護サービス給付費等の実績見込

みに伴う補正でございます。 

令和２年度美幌町の介護保険特別会計補

正予算（第４号）は、次に定めるところに

よる。 

歳入歳出予算の補正。 

第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出

それぞれ４,９５４万５,０００円を追加

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞ

れ２０億３,１８０万４,０００円とする。 

第２項につきましては、事項別明細書で

御説明いたします。 

歳出から御説明いたしますので、８３、

８４ページをお開き願います。 

３、歳出。 

１款総務費、１項総務管理費３４万１,０

００円の減については、給与改定に伴う職

員手当等の減額であります。 

１款総務費、３項、１目介護認定審査会

費及び２目認定調査費につきましては、社

会保険料の率の改定に伴いそれぞれ増額す

るものでございます。 

その下、２款保険給付費、１項介護サー

ビス等諸費につきましては、施設介護サー

ビスの利用者の増加に伴い４,７２２万５,

０００円を増額するものです。 

その下、３項高額介護サービス等費、１

目高額介護サービス費につきましては、支

給実績及び今後の給付見込みの増に伴い４

００万１,０００円を増額するものです。 

８５、８６ページをお開き願います。 

３款地域支援事業費、１項介護予防・日

常生活支援総合事業費、１目介護予防・生

活支援サービス事業費につきましては、サ

ービス利用者の増加に伴い１６５万６,００

０円を増額するものです。 

その下の２項包括的支援事業費・任意事

業費、１目包括的支援事業費につきまして

は、新型コロナウイルス感染症の影響によ

り、当初予定していた協議会が開催できな

かったことにより減額するものでございま

す。 

その下、２目任意事業費につきまして

は、当初、居宅介護サービス計画の点検指

導を行うための会計年度任用職員の採用を

予定していたところですが、応募見込みが

ないことから減額するものでございます。 

次に、歳入につきまして御説明いたしま

すので、７９、８０ページをお開き願いま

す。 

２、歳入。 

３款国庫支出金、１項国庫負担金につき

ましては、施設介護サービス費及び高額介

護サービス費の増額に伴い７８８万４,００

０円を増額するものでございます。 

その下、２項国庫補助金、１目調整交付

金３８４万７,０００円につきましては、介
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護サービス費及び高額介護サービス費の増

額に伴う増でございます。 

その下、３目介護保険事業費補助金につ

きましては、介護保険法改正に対応するシ

ステム改修に係る補助金の内示があったこ

とから、１７０万円を増額するものでござ

います。 

その下、３項地域支援事業交付金につき

ましては、新型コロナウイルス感染症の影

響により、当初予定していた協議会が開催

できなかったことにより減額するものでご

ざいます。 

その下、４款、１項支払基金交付金１,３

８３万１,０００円及び５款、１項道負担金

８７６万４,０００円につきましては、施設

介護サービス費及び高額介護サービス費の

増額に伴う、それぞれの負担割合に基づく

増でございます。 

その下、２項地域支援事業交付金につき

ましては、新型コロナウイルス感染症の影

響により、当初予定していた協議会が開催

できなかったことにより減額するものでご

ざいます。 

その下、７款繰入金、１項一般会計繰入

金、１目介護給付費繰入金は、施設介護サ

ービス費及び高額介護サービス費の増額に

伴い６４０万３,０００円、２目地域支援事

業繰入金、１節介護予防・日常生活支援総

合事業繰入金は、地域支援総合事業におけ

る介護予防・生活支援サービス費の増に伴

い１５８万６,０００円増額するものでござ

います。 

その下、包括的支援事業・任意事業繰入

金は、新型コロナウイルス感染症の影響に

より、当初予定していた協議会が開催でき

なかったこと及び当初予定していた居宅介

護サービス計画の点検・指導を行うための

会計年度任用職員の採用見送りにより、２

７５万円減額するものでございます。 

８１、８２ページをお開き願います。 

４目その他一般会計繰入金は、システム

改修に係る補助金の内示及び人件費の減額

等に伴い、２０３万１,０００円減額するも

のでございます。 

その下、２項基金繰入金、１,０４９万

７,０００円の増につきましては、今回の補

正財源を介護保険基金に求めるものです。 

なお、補正後の基金残高につきまして

は、参考資料１１ページに添付させていた

だいておりますが、４,４００万６,０００

円となります。 

その下、９款諸収入につきましては、会

計年度任用職員の減に伴う雇用保険納付金

の減額であります。 

以上、御説明いたしました。よろしくお

願いいたします。 

○議長（大原 昇君） これから質疑を行

います。 

１２番上杉晃央さん。 

○１２番（上杉晃央君） ８４ページの施

設介護サービス給付費、利用増ということ

ですけれども、施設ごとにどういう利用で

これだけの金額になっているのかお知らせ

ください。 

８６ページの介護予防・生活支援サービ

ス等費が１６５万６,０００円増えておりま

すので、これもサービス事業ごとに分かれ

ば内訳をお教えください。 

○議長（大原 昇君） 福祉主幹。 

○福祉主幹（影山俊幸君） ただいまの御

質問でございますけれども、まず、施設介

護サービス給付費の補正ということで、４,

７２２万５,０００円の内訳ということでご

ざいます。 

こちらにつきましては、介護老人福祉施

設サービス費が増額となっておりまして、

５,３６６万２,５８３円の増を見込んでお

ります。 

また、介護医療院サービスも増額要因で

すけれども、２,５９５万７,８８３円の増

額見込みでございます。 

減額要因が、介護老人保健施設サービス

費が２,９５０万３,８８８円、もう一つ、

減額要因がございまして、介護療養型医療
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施設サービス費が２８９万２,５２１円の減

額要因となってございます。 

以上を合わせまして、４,７２２万４,０

５７円になりますけれども、こちらを４,７

２２万５,０００円の増額補正とさせていた

だいてございます。 

続きまして、介護予防・生活支援サービ

ス費の内訳でございますけれども、訪問型

サービスが減額要因となっております。減

額が１７７万７,３４２円。 

増額要因となっておりますのが、通所型

サービスでございます。こちらが３４３万

３,９７０円となっておりまして、合計しま

すと１６５万５,６５９円になりまして、１

６５万６,０００円の増額補正とさせていた

だいております。 

以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １２番上杉晃央さ

ん。 

○１２番（上杉晃央君） ８４ページの施

設介護サービス費の施設ごとの内訳がわか

りました。 

それで、老健が２,９５０万３,０００円

ほど減っているということで、減る要因と

いうのは、コロナで利用が減ってきたの

か、それとも違う要因なのか、その辺の減

額の要因を押さえていれば教えてくださ

い。 

○議長（大原 昇君） 福祉主幹。 

○福祉主幹（影山俊幸君） 先ほどの御質

問でございますけれども、介護老人保健施

設、老健の減額要因でございますが、主な

要因としましては、利用者の利用減という

ことでございまして、やはり新型コロナが

要因となりまして、利用者が控えていると

いう理由もございますが、もう一つは、施

設側も介護従事者の方々が少ないというこ

ともございまして、サービスを一部、ベッ

ドを使えない状況もあるということも伺っ

ております。 

よろしくお願いします。 

○議長（大原 昇君） １２番上杉晃央さ

ん。 

○１２番（上杉晃央君） 私も一般質問で

も質問しましたけれども、施設側でコロナ

があって利用制限をしているということ

が、特に老健の中では、利用者数の定員を

施設側で人が用意できないから我慢してい

ただいて少し減らしてきたという要因が強

かったと押さえていいですか、この減額に

ついては。 

○議長（大原 昇君） 福祉主幹。 

○福祉主幹（影山俊幸君） 議員がおっし

ゃいました要因の件数ですけれども、何件

かという件数を把握しておりませんので、

お答えできかねるのですけれども、平成３

１年度から介護従事者の方々が足りなく

て、ベッドが一部使えないということは伺

っておりますので、割合としてはわかりま

せんが、そういった影響があろうかと思い

ます。 

よろしくお願いします。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

１３番松浦和浩さん。 

○１３番（松浦和浩君） 同じく、８４ペ

ージ、今回答をもらいました施設介護給付

の４７００万円の増額中の老人福祉施設サ

ービスで５,３００万円も増えているこの中

身を詳しくお願いしたいです。 

○議長（大原 昇君） 福祉主幹。 

○福祉主幹（影山俊幸君） 介護老人福祉

施設サービスの増額要因としましては、住

所地特例分が増えていることが要因かと思

われます。 

よろしくお願いします。 

○議長（大原 昇君） １３番松浦和浩さ

ん。 

○１３番（松浦和浩君） 平成３０年度の

施設給付が６億円だったのが、今回、予定

より増えるとなったら、６億７,０００万

円、今までの中で１番高い給付費になりま

す。３年前から見て、予定でいくと５億８,

０００万円が６億７,０００万円になり、約



 

－ 130 － 

９,０００万円、３年間で約９,０００万円

給付費が増えるのです。今後もこういう要

因が発生するのかしないのか。 

今後、住所地特例がこれだけ増えるので

あれば、介護保険の中身も変動する幅が大

きくなるかと思いますけれど、その辺はど

うなのですか。簡単にお願いします。 

○議長（大原 昇君） 福祉主幹。 

○福祉主幹（影山俊幸君） 先ほどの５,３

００万円の増額の理由としまして、当初計

画では利用件数として１,１５２件、これが

今年度は１,２８３件見込まれることから１

３１件の増ということで見込んでおります

が、議員おっしゃられております、今後３

年間、令和３年度からの３年間の見込みと

いうことでございますけれども、現在、第

８期の介護保険事業計画で精査中でござい

ますので、この場ではお答えできないとい

うことで御理解をお願いしたいと思いま

す。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １３番松浦和浩さ

ん。 

○１３番（松浦和浩君） そういうことな

のですけれど、今回上がった要因が住所地

特例の関係だと言ったのですけれど、これ

は３年前の計画で見たら８,０００万円も上

がっていて、大きな動きがあるので、これ

がまた次もこういう大きな動き発生するも

のなのかどうか、臆測ですけれど、どうな

のかという形で聞いたのです。 

○議長（大原 昇君） 福祉主幹。 

○福祉主幹（影山俊幸君） 回答が的を射

ないかもしれませんが、御容赦いただきた

いですけれども、推測ではあるのですが、

以前よりも住所地特例分のサービス費が増

えている要因は、恐らく近隣の市や町の介

護老人福祉施設で以前よりは空いてきてい

るのかなと。そこを待機者の方々が利用さ

れて、その分増えているということが一部

の要因でなかろうかと考えておりますの

で、よろしくお願いしたいと思います。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） これで質疑を終わ

ります。 

これから、議案第７５号令和２年度美幌

町介護保険特別会計補正予算（第４号）に

ついてを採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第１３ 議案第７６号 

○議長（大原 昇君） 日程第１３ 議案

第７６号令和２年度美幌町公共下水道特別

会計補正予算（第２号）についてを議題と

します。 

直ちに提案理由の説明を求めます。 

建設水道部長。 

○建設水道部長（川原武志君） 議案書８

８ページをお開き願います。 

議案第７６号令和２年度美幌町公共下水

道特別会計補正予算（第２号）について御

説明申し上げます。 

令和２年度美幌町の公共下水道特別会計

補正予算（第２号）は、次に定めるところ

による。 

今回の補正につきましては、職員の給与

改定による減額及び工事請負費等の確定に

伴う減額、消費税確定申告及び平成３１年

度借入利率確定等に伴う補正を行おうとす

るものでございます。 

歳入歳出予算の補正。 

第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳

出それぞれ８１９万２,０００円を減額し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ９

億８,４２９万円とするものでございます。 

第２項につきましては、事項別明細書で
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御説明申し上げます。 

地方債の補正。 

第２条、地方債の変更は、第２表地方債

補正で御説明申し上げますので、議案書の

９１ページをお開き願います。 

第２表、地方債補正であります。 

公共下水道事業の限度額６,７３０万円

を、事業費の確定に伴い１４０万円を減額

し、６,５９０万円とするものでございま

す。 

次に、歳出について御説明申し上げます

ので、議案書の９７ページ、９８ページを

お開き願います。 

３、歳出であります。 

１款、１目一般管理費、職員手当等、共

済費と負担金につきましては、職員の給与

改定による減額で、その下の公課費２１８

万５,０００円の減につきましては、消費税

及び地方消費税の確定申告に伴い、その後

の中間納税額が確定したことによる減額で

ございます。 

その下の３目建設費、委託料１８４万１,

０００円と、工事請負費１８９万８,０００

円の減は、入札による額の確定に伴う減額

でございます。 

その下の２款公債費、償還金利子及び割

引料２１１万８,０００円の減につきまして

は、平成３１年度発行分の起債借入利率確

定に伴う利子償還金の減及び平成２１年度

発行分の下水道債の借入利率の変更に伴う

利子償還金の減額であります。 

次に、歳入について御説明申し上げます

ので、議案書の９５ページ、９６ページに

お戻り願います。 

２、歳入であります。 

１款、１項、３目個別排水処理特別会計

負担金の減と、その下の公共下水道事業費

の国庫補助金は、事業費確定に伴う減額で

あります。 

その下、４款繰入金、一般会計繰入金９

２９万円の減額は、今回の補正に伴う財源

調整によります一般会計への繰り戻しであ

ります。 

その下、５款繰越金、前年度繰越金４４

７万８,０００円の増額は、前年度繰越金を

予算化するもので、平成３１年度決算にお

ける繰越金は全て予算化されるものであり

ます。 

１番下の７款町債、公共下水道債につき

ましては、事業費確定に伴う減額でありま

す。 

以上、御説明申し上げましたので、どう

ぞよろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） これから質疑を行

います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。 

これから、議案第７６号令和２年度美幌

町公共下水道特別会計補正予算（第２号）

についてを採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第１４ 議案第７７号 

○議長（大原 昇君） 日程第１４ 議案

第７７号令和２年度美幌町個別排水処理特

別会計補正予算（第１号）についてを議題

とします。 

直ちに提案理由の説明を求めます。 

建設水道部長。 

○建設水道部長（川原武志君） 議案書の

１００ページをお開き願います。 

議案第７７号令和２年度美幌町個別排水

処理特別会計補正予算（第１号）について

御説明申し上げます。 

令和２年度美幌町の個別排水処理特別会

計補正予算（第１号）は、次に定めるとこ

ろによる。 
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今回の補正につきましては、職員の給与

改定に伴う公共下水道特別会計への人件費

相当分の負担金の補正、消費税の確定に伴

う補正及び平成３１年度発行分の起債借入

利率の確定に伴う公債費の減額補正を行お

うとするものでございます。 

歳入歳出予算の補正。 

第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳

出それぞれ１９万円を減額し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ１億８８１万

４,０００円とするものでございます。 

第２項につきましては、事項別明細書で

御説明申し上げますので、議案書の１０９

ページ、１１０ページをお開き願います。 

３、歳出であります。 

１款、１目一般管理費、負担金１万５,０

００円の減につきましては、個別排水処理

の事務を担当しております職員の給与改定

に伴うものでございます。 

その下、２款公債費、償還金利子及び割

引料１７万５,０００円の減につきまして

は、平成３１年度発行分の起債借入利率の

確定に伴う利子償還金の減であります。 

次に、歳入について御説明申し上げます

ので、議案書の１０７ページ、１０８ペー

ジにお戻り願います。 

２、歳入。 

３款、１目一般会計繰入金１１２万５,０

００円の減でありますが、今回の補正に伴

う財源調整によります一般会計への繰り戻

しであります。 

その下、４款、１目、前年度繰越金５０

万５,０００円の増は、前年度繰越金を歳入

に予算化するもので、平成３１年度決算に

おける繰越金は全て予算化されるものでご

ざいます。 

その下、５款諸収入、消費税還付金４２

万７,０００円と、雑入３,０００円の増

は、平成３１年度消費税申告が終了したこ

とによる予算の整理でございます。 

以上、御説明申し上げました。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） これから質疑を行

います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。 

これから、議案第７７号令和２年度美幌

町個別排水処理特別会計補正予算（第１

号）についてを採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第１５ 議案第７８号 

○議長（大原 昇君） 日程第１５ 議案

第７８号令和２年度美幌町水道事業会計補

正予算（第２号）についてを議題としま

す。 

直ちに提案理由の説明を求めます。 

建設水道部長。 

○建設水道部長（川原武志君） 議案書の

１１２ページをお開き願います。 

議案第７８号令和２年度美幌町水道事業

会計補正予算（第２号）について御説明申

し上げます。 

総則。 

第１条、令和２年度美幌町の水道事業会

計補正予算（第２号）は、次に定めるとこ

ろによる。 

今回の補正につきましては、職員８名に

係る給与の改定及び人事異動による人件費

の補正を行おうとするものでございます。 

収益的支出の補正、第２条と資本的支出

の補正、第３条につきましては、補正予算

実施計画書及び予算書で御説明申し上げま

す。 

議会の議決を経なければ流用することの

できない経費の補正。 

第４条、予算第７条に定めた経費は記載
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の金額であります。 

次に、議案の１１３ページ、１１４ペー

ジをお開き願います。 

補正予算実施計画書及び説明書、収益的

支出であります。 

１款水道事業費用、１項、２目配水及び

給水費から４目総係費までは、いずれも職

員７名分の給与の改定及び人事異動による

人件費の補正でございます。 

その下、２項営業外費用、１目支払利息

及び企業債取扱諸費でありますが、企業債

償還利息２３万５,０００円の減額は、平成

３１年度発行分の企業債借入利率の確定に

伴う支払利息の減額であります。 

次に、議案書の１１５ページ、１１６ペ

ージをお開き願います。 

資本的支出であります。 

記載の金額は、いずれも職員１名分の給

与の改定による人件費の減額補正でありま

す。 

以上、御説明申し上げました。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） これから質疑を行

います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。 

これから、議案第７８号令和２年度美幌

町水道事業会計補正予算（第２号）につい

てを採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第１６ 議案第７９号 

○議長（大原 昇君） 日程第１６ 議案

第７９号令和２年度美幌町病院事業会計補

正予算（第４号）についてを議題としま

す。 

直ちに提案理由の説明を求めます。 

病院事務長。 

○病院事務長（但馬憲司君） 議案１２４

ページをお開き願います。 

議案第７９号令和２年度美幌町病院事業

会計補正予算（第４号）について御説明を

申し上げます。 

今回の補正につきましては、職員の給与

改定及び会計間の異動並びに年度途中の就

職に伴う人件費の補正と診療の維持に必要

な修繕料の増額補正、国及び道の新型コロ

ナウイルス感染症に対応する医療提供体制

整備等に関わる補助金収入について計上す

るものであります。 

第１条、令和２年度美幌町の病院事業会

計補正予算（第４号）は、次に定めるとこ

ろによる。 

第２条の業務の予定量の補正につきまし

ては、当初予算におきまして見込んでいた

外科及び小児科診療の年間患者数につい

て、医師確保ができなかった期間に相当す

る患者数を今回減ずるもので、年間患者数

の入院につきましては、１,３２５人減の２

万６,７８０人で、外来につきましては、

４,２１６人減の７万１４２人へ、１日平均

患者数の入院を４人減の７３人へ、外来を

１７人減の２８９人にするものでありま

す。 

第３条の収益的収入及び支出の補正、次

のページ、１２６ページの第４条、資本的

収入の補正につきましては、後ほど実施計

画書及び説明書で御説明申し上げます。 

第５条の議会の議決を経なければ流用す

ることのできない経費の補正につきまして

は、今回の人件費の補正により、職員給与

費から５,７８８万８,０００円を減額し、

９億５,９００万６,０００円にしようとす

るものでございます。 

次に、１２７、１２８ページをお開き願

います。 

収益的収入の補正であります。 
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医業収益の１、入院収益４,４００万円

と、２、外来収益２,０００万円の減につき

ましては、年度当初より外科医師及び小児

科医師が確保されるものとしてその収益を

予算計上しておりましたが、小児科につき

ましては７月まで、外科医につきましては

現在も採用できていないことから、不在期

間に相当する収益について今回減額をする

ものであります。 

医業外収益、他会計負担金の一般会計負

担金７６２万１,０００円の増は、新型コロ

ナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金

を活用した医療体制整備事業費として、今

年度当初予算に計上しております病院正面

駐車帯改修費用を対象事業に加えるため、

一般会計負担金を増額するものでありま

す。 

医業外収益、国庫補助金のうち、インフ

ルエンザ流行期における新型コロナウイル

ス感染症疑い患者を受け入れる救急・周産

期・小児医療機関体制確保事業補助金１,０

００万円につきましては、救急告示病院と

して救急医療を提供する中、疑い患者の診

療についても対応に当たる可能性があるこ

とから、院内感染の防止や診療体制の確保

に必要とする感染廃棄物の投棄、寝具交

換、清掃、警備、検査機器保守などの業務

委託料を対象経費とする補助金について計

上を行うものであります。 

なお、対象とする業務委託料は、当初予

算に計上しているものを充当するものであ

ります。 

インフルエンザ流行期における発熱外来

診療体制確保支援補助金１２２万１,０００

円につきましては、発熱者等診療検査医療

機関として、本年１０月２２日付で北海道

から指定されたことから、発熱外来の設置

時間と患者数から算出される外来診療検査

体制確保料として計上するものでありま

す。 

医業外収益、道補助金、感染疑い患者受

入医療機関設備整備等事業費補助金（支援

金支給事業）２,０００万円につきまして

は、国庫補助金の１,０００万円と同様に、

院内感染の防止や診療体制の確保に必要な

業務委託料を対象経費とする補助金につい

て計上するものであります。 

次に、１２９、１３０ページをお開き願

います。 

収益的支出の補正であります。 

医業費用の給料から法定福利費までは、

今回の職員の給与改定及び会計間の異動、

年度途中に採用できなかった医師分、医療

技術職の年度途中の就職に伴う人件費の執

行見込みから補正を行うものであります。 

給料のうち、会計年度任用職員（フル）

につきましては、フルタイムの勤務からパ

ート勤務へ移行した看護師４人分を報酬へ

振り替えているもの、報酬のうち臨時医師

報酬につきましては、非常勤医師による泌

尿器科診療が、本年５月より毎週２日から

３日となったことにより増額の補正を行う

ものであります。 

３目経費の修繕費の診療用機器等修繕料

３７万４,０００円は、電子カルテ端末５台

分の記録装置修繕として、その他施設器具

等修繕料１６５万円は、暖房用設備、病室

等の換気設備、トイレ等の手洗い自動水洗

など、老朽化による設備等の部品交換等の

修繕料として増額するものであります。 

次に、１３１、１３２ページをお開き願

います。 

資本的収入の補正であります。 

一般会計負担金７６２万１,０００円の減

は、今年度の補正予算にて計上いたしまし

た新型コロナウイルス感染症対応地方創生

臨時交付金対象事業としていた医療提供体

制等構築に要する経費について、その一部

が道補助金の交付対象となることから、そ

の相当分について減額を行うものでありま

す。 

道補助金、感染症医療提供体制整備事業

費補助金５８８万５,０００円は、一般会計

負担金で説明のとおり、地方創生臨時交付
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金の対象としている発熱外来を設置した簡

易診察室に導入する簡易陰圧装置、エアコ

ン、電子カルテ端末が補助金交付対象とな

ることから、その補助金を計上するもので

あります。なお、補助率につきましては購

入費用の１０分の１０であります。 

感染疑い患者受入医療機関設備整備等事

業費補助金（設備整備等事業）１７３万６,

０００円は、院内感染の防止や診療体制確

保に必要な病室における簡易陰圧装置、外

来待合室におけるフィルターパーティショ

ンが補助金交付対象となることから、購入

費用の１０分の１０について計上するもの

であります。 

以上、御説明いたしましたので、よろし

くお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） これから質疑を行

います。 

１３番松浦和浩さん。 

○１３番（松浦和浩君） 総体の質問です

けれど、予算書の１４０ページを見ると、

当期損益金が大きくマイナスになっていな

いということを考えまして、今回、コロナ

の関係でいろんな形でお金が動いていると

思うのですけれど、結果的に入院と外来の

患者が減っているけれど、給与等の減額分

とその他のコロナ対策分で相殺されて、極

端に言うとぎりぎりプラス、この表でいく

と赤字よりプラスになっている。 

ただ、お聞きしたいのが、４月からコロ

ナ禍によって外来の患者が減っているのか

なと。それについて影響が出ているのかど

うか。 

それと、看護師たちの勤務体制も含めて

過重になっていないのか、そこをまず１回

目お聞きします。 

○議長（大原 昇君） 病院事務長。 

○病院事務長（但馬憲司君） ただいまの

御質問にお答えします。 

今年度の予算については、４月以降の外

来及び入院に係る収益につきまして、患者

数も含めてかなり減少しているのが実態で

ございます。患者数で申し上げますと、全

体で１４％程度の減少、収益で見ますと、

失礼しました。 

訂正させていただきます。 

患者数で１３.７％、収益で１０.１％、

これは１１月末現在の収益と患者数を計算

しているものでございます。これは比較対

象は前年度の患者数と収益になっておりま

すので、影響はかなり出ているということ

でございます。 

それに伴う経費等の関係も当然出てくる

こともありまして、今回の補正については

それを盛り込んでいないという状況でござ

います。 

あと、医師を含めて看護師の負担という

ことでございますけれども、発熱外来を設

置して、町内の発熱患者様がうちの病院に

多く受診されていて、その中でも疑いのあ

る患者様が相当いらっしゃるということ

で、それに関わる検査ですとか、例えば、

入院後に検査が必要になったとか、そうい

った対応を含めて、看護師、医師も含め

て、精神的な負担というのは相当かかって

いるだろうと思っておりますが、現在、そ

れが原因で影響が出ているということはな

いですが、精神的にはかなり負担になって

いるということでございます。 

○議長（大原 昇君） １３番松浦和浩さ

ん。 

○１３番（松浦和浩君） 全体的に収益が

下がっても経費のほうがカバーされるの

で、このまま推移すると例年どおりの数字

でいくのかなと。 

ただ、この収益が減った分というか、患

者さんが減ったのは病気にならないから減

ったのか、いろんなことがあるのですけれ

ど、今後、インフルエンザのワクチンの関

係も出てきて、また増えるかと思うのです

けれど、先生の数と投資した金額と看護師

の数、あと経費の分でいきますと、投資効

率でいくと昨年並みの推移で行けるのかど

うか。 
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経営指数として、コロナの影響がなく終

わるのか、その辺がどうなのかだけ推測で

お願いします。 

○議長（大原 昇君） 病院事務長。 

○病院事務長（但馬憲司君） ただいまの

御質問でございますが、今現在の推測とい

たしましては、かなり厳しい、前年どおり

にはいかないのではないかという推測をし

ております。 

収益で１０％減というお話をさせていた

だきましたけれども、昨年は入院・外来の

収益で１６億円ほどの収益があったわけで

すが、その１０％となりますと１億６,００

０万円です。単純ですけれど。 

そういった数字が見込まれるということ

からも、今年度の経営の数値については、

かなり厳しいものになるのではないかと予

測をしているところでございます。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

１２番上杉晃央さん。 

○１２番（上杉晃央君） １３０ページで

１点。 

給料と報酬のところで、会計年度任用職

員がフルからパートに４名移って給料の減

額と、逆に報酬が増になっているのですけ

れど、フルタイムの４人がパートになっ

て、人数が増えているのかどうかと、それ

によって病院側で業務上大きな影響が出て

いないのかどうか。 

その辺のことだけお尋ねしたいと思いま

す。 

○議長（大原 昇君） 病院事務長。 

○病院事務長（但馬憲司君） お答えしま

す。 

関係する看護師が４人ということです

が、人数は変わらずフルからパートに移行

されております。 

パートということで、時間での働き方に

変わっているということでございまして、

影響が全くないかといえば嘘になります

が、体制を組み直す中で対応している状況

でございます。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） これで質疑を終わ

ります。 

これから、議案第７９号令和２年度美幌

町病院事業会計補正予算（第４号）につい

てを採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。 

暫時休憩します。 

再開は、１５時２０分といたします。 

午後 ２時５５分 休憩 

――――――――――――――――――― 

午後 ３時２０分 再開 

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。 

――――――――――――――――――― 

◎議会運営委員長報告 

○議長（大原 昇君） 先ほど、議会運営

委員会を開きましたので、委員長からその

結果について報告を求めます。 

１２番上杉晃央さん。 

○１２番（上杉晃央君） 先ほど、議会運

営委員会を開催しましたので、その内容と

結果について報告いたします。 

町長から追加議案として、議案第８０号

動産の取得について、議案第８１号令和２

年度美幌町一般会計補正予算（第１０号）

についてが提出されましたので、本日、第

３日目の日程に追加し、審議することに決

定いたしました。 

議員各位及び説明員の御理解と御協力を

お願いして、議会運営委員会委員長として

の報告といたします。 

――――――――――――――――――― 
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◎日程追加の議決 

○議長（大原 昇君） お諮りします。 

ただいま、議会運営委員会委員長から報

告のあったとおり、この後、日程第１７ 

意見書案第１０号コロナ禍による地域経済

対策を求める意見書についての前に、議案

第８０号動産の取得及び議案第８１号令和

２年度美幌町一般会計補正予算（第１０

号）についてを議事日程に追加し、それぞ

れ追加日程第１及び追加日程第２としたい

と思いますが、これに御異議ありません

か。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。 

したがって、議案第８０号動産の取得に

ついて及び議案第８１号令和２年度美幌町

一般会計補正予算（第１０号）についてを

それぞれ追加日程第１及び追加日程第２と

し、議題とすることに決定しました。 

――――――――――――――――――― 

◎追加提出案件の概要説明 

町長から提出されました追加議案につい

て、概要説明をしたいとの申出があります

ので、発言を許します。 

町長。 

○町長（平野浩司君）〔登壇〕 本定例会

に追加して御提案いたします議案につきま

して、御説明を申し上げます。 

動産の取得について。 

議案第８０号は、トラクターについて入

札結果に基づき取得することについて議決

をいただきたいのであります。 

令和２年度一般会計補正予算（第１０

号）につきましては、新型コロナウイルス

感染症対応地方創生臨時交付金を活用した

事業として、新型コロナウイルス緊急対策

年末年始飲食店限定プレミアム商品券発行

事業補助金１,０９７万円の増額を行おうと

するものであります。 

なお、細部につきましては、担当部長よ

り御説明を申し上げますので、御審議の

上、原案に御協賛を賜りますようお願い申

し上げまして、追加する議案の概要説明と

いたします。 

以上、よろしくお願いいたします。 

――――――――――――――――――― 

◎追加日程第１ 議案第８０号 

○議長（大原 昇君） 追加日程第１ 議

案第８０号動産の取得についてを議題とし

ます。 

直ちに提案理由の説明を求めます。 

経済部長。 

○経済部長（石澤 憲君） 議案の２ペー

ジをお開き願います。 

動産の取得についてを御説明申し上げま

す。 

議案第８０号動産の取得について。 

次のとおり、動産を取得するものとす

る。 

記以下につきましては、参考資料で御説

明いたしますので、参考資料の１ページを

お開き願います。 

資料１、議案第８０号関係。 

動産の取得について。 

研修用農業機械トラクター１台の購入で

あります。 

納入場所、美幌町字美富２９番地の１。 

動産の概要は記載のとおりであります。 

入札年月日、令和２年１２月７日。 

指名業者名は、株式会社北海道クボタほ

か記載の４社であります。 

取得の金額、９６４万９,２００円。参考

でありますが、消費税抜きの額が、８７７

万２,０００円。落札率は、８７.９８％で

あります。 

取得の相手方、網走郡美幌町字稲美２２

４番地２４、株式会社北海道クボタ、美幌

営業所長木下学であります。 

契約保証金、免除。 

契約年月日、議決後本契約による。 

納入期限は、令和３年３月１７日であり

ます。 

以上、御説明申し上げました。 
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どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） これから質疑を行

います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。 

これから、議案第８０号動産の取得につ

いてを採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。 

――――――――――――――――――― 

◎追加日程第２ 議案第８１号 

○議長（大原 昇君） 追加日程第２ 議

案第８１号令和２年度美幌町一般会計補正

予算（第１０号）についてを議題としま

す。 

直ちに提案理由の説明を求めます。 

総務部長。 

○総務部長（小室保男君） 追加議案書３

ページになります。 

議案第８１号令和２年度美幌町一般会計

補正予算（第１０号）について御説明を申

し上げます。 

令和２年度美幌町の一般会計補正予算

（第１０号）は、次に定めるところによ

る。 

歳入歳出予算の補正。 

第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出

それぞれ１,０９７万円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ１７５億９,

５５７万８,０００円とする。 

第２項につきましては、事項別明細書に

より御説明いたします。 

歳出から御説明いたしますので、１２、

１３ページをお開き願います。 

７款商工費、１項、２目商工業振興費、

１、商工業振興推進事業費の増、補助金、

新型コロナウイルス緊急対策年末年始飲食

店限定プレミアム商品券発行事業補助金、

１,０９７万円につきましては、道内におい

て感染者が増加するなど、町内の飲食事業

者が厳しい経営環境にあることから、年末

年始を迎えるに当たり、事業の継続と消費

喚起を図るため、プレミアム率５０％の商

品券を発行しようとするものでございま

す。 

事業内容でありますが、２,０００円で

３,０００円分の商品券を１人５セットまで

購入可能といたします。今月１９日、土曜

日及び２０日、日曜日の２日間、午前１０

時から午後４時までの間、しゃきっとプラ

ザ集団健診ホールにおきまして、事前に配

布をいたします周知チラシの引換券を持参

された方に発売をいたします。商品券の使

用期限は２月末日となります。 

なお、商品券は１万セットを御用意いた

しますが、１９日と２０日それぞれ５,００

０セットを上限に発売をいたします。 

対象となる事業者は、お弁当や惣菜を含

む飲食店で、既にプレミアム商品券発行事

業に登録されている事業者のほか、新たに

参加希望者を募ることといたします。 

なお、補助金の１,０９７万円につきまし

ては、プレミアム商品券１万セット分の１,

０００万円に、広告料、印刷費、事務費等

の９７万円を加えまして、実施主体となる

美幌商工会議所へ支出するための予算計上

となります。 

続きまして、歳入について御説明いたし

ますので、１０ページ、１１ページにお戻

りを願います。 

１６款国庫支出金、２項、７目、１節商

工費補助金１,０５０万円は、新型コロナウ

イルス感染症対応地方創生臨時交付金を財

源充当するための予算措置となります。 

なお、今回の財源充当によりまして、本

町に配分された臨時交付金の残額につきま

しては３,７１３万７,０００円となりま

す。 
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２０款繰入金、１項、１目、１節財政調

整基金繰入金４７万円につきましては、今

回の補正予算の財源といたしまして基金か

らの繰入れを行うものであります。 

なお、追加議案参考資料の２ページに、

基金の年度末予定残高を掲載しております

ので御確認をいただければと思います。 

以上、令和２年度美幌町一般会計補正予

算（第１０号）につきまして御説明を申し

上げました。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） これから質疑を行

います。 

６番伊藤伸司さん。 

○６番（伊藤伸司君） それでは、年末年

始飲食店限定プレミアムということで、全

体の中身に関してはよろしいと思うのです

けれど、二つ質問させていただきます。 

商品券販売方法について、時間がないと

いうことで抽せん方式でなく、しゃきっと

プラザに当日持参し引き換えするというこ

とですが、新型コロナウイルス感染防止対

策はどのように対応するのか。 

また、１２月１９日と２０日の２日間、

大変混雑すると思いますので、具体的な方

法、防止対策も含めて説明いただきたいと

思います。 

二つ目は、説明のときにも聞いたのです

けれど、町民に周知を徹底するということ

でありますが、農村部を含め全町民に周知

する方法をいま一度説明お願いします。 

○議長（大原 昇君） 商工観光主幹。 

○商工観光主幹（多田敏明君） ただいま

の御質問の１点目の感染防止対策につきま

しては、今回緊急であるということで、第

３回のような応募抽せん方式が取れないこ

とから従来の対面型販売としております。 

対策といたしましては、販売場所がしゃ

きっとプラザ集団健診ホールでありますの

で、密にならないように販売ブースを４か

所から６か所ほど設置し、マスクの着用を

呼びかけまして、販売ブースでのシートや

消毒液の設置、また、間隔を空けて並んで

いただくように呼びかけをさせていただき

まして、換気対策を含め、購入後の密を避

けるためにホールから直接東側の出口より

退場してもらうなど、対策を徹底していき

たいと思っております。 

もう１点、周知の方法でありますけれど

も、周知につきましては、予定であります

が、あしたのフリーペーパーのみつめてに

チラシ折り込みをさせていただきます。ま

た、来週１６日は伝書鳩に同じように、チ

ラシを折り込みいたします。農村地区につ

きましては、ＪＡに協力をいただきまし

て、ファクスを流したいと思っておりま

す。 

また、町それから会議所のホームページ

に掲載し周知をしたいと思っております。 

よろしくお願いします。 

○議長（大原 昇君） ６番伊藤伸司さ

ん。 

○６番（伊藤伸司君） 農村部に関しては

ＪＡのファクスということで、あとはホー

ムページ等で周知するということですけれ

ども、そういうところは基本的にホームペ

ージを見たりという電子系はないところが

多いと思いますし、私が知っている限りで

はＪＡのファクスは今３４０戸、それ以外

は大体倍ぐらいのお年寄り単独の所帯が多

いと思うのです。 

ですから、その辺の周知をするために、

今までコロナ対策の周知をするための全戸

配布を職員が回ってしていただいて周知し

たのですけれど、そのような方法はできな

いのでしょうか。 

２回目のプレミアム商品券のときには、

新聞で回していたのですけれども、農村部

はそれしかいきませんので、そうなると新

聞を取っていないとか、そういう人たちは

情報が入ってこない可能性が高いので、そ

の辺をもう少し考えていただきたいのです

が。 

○議長（大原 昇君） 経済部長。 
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○経済部長（石澤 憲君） 議員お尋ねの

ことは十分理解しておりますし、そのとお

りだと考えております。 

ＪＡのファクスは組合員ということで、

３５０件ほどと理解してございます。 

主幹が申し上げましたとおり、会議所、

町のホームページには掲載したいと思いま

すが、伊藤議員がおっしゃられることも十

分理解できます。 

そのほかの方法といたしましては、地デ

ジ広報、あとは期間が厳しい面もあろうか

と思いますけれども、自治会の回覧が可能

かどうかも含めて検討してまいりたいと思

いますので、御理解をお願いしたいと思い

ます。 

○議長（大原 昇君） ６番伊藤伸司さ

ん。 

○６番（伊藤伸司君） いずれにしても、

買う買わないは別として、情報だけは不公

平感なく徹底していただきたいと思います

ので、お願いします。 

○議長（大原 昇君） ２番稲垣淳一さ

ん。 

○２番（稲垣淳一君） 内容については理

解したのですが、２点ほどお尋ねいたしま

す。 

今回、飲食店が大変疲弊していて、それ

を助ける意味だということでわかるのです

が、会議所との打合せでそうなったと理解

しますが、例えば、その他の業種、産業に

ついての検討はあったのか。あったのであ

れば、どういう業種が上がったのか、わか

れば教えてください。 

二つ目は、飲食店ということですが、参

加予定のお店の数を教えてください。 

○議長（大原 昇君） 経済部長。 

○経済部長（石澤 憲君） 関係団体、商

工会議所との打合せの中で、他の業者との

検討はなかったかということにつきまして

は、既に１２月広報で抽せん方式でお知ら

せをしておりますプレミアム商品券、これ

は飲食にかかわらず小売店でもお使いいた

だけるものにつきまして１２月広報で折り

込みさせていただいて、１月の中旬から引

き換えすることになっております。 

そういうこともございまして、他業種に

ついての検討はなされておりません。１月

の商品券で対応していこうということにな

っております。 

また、現在の飲食店の参加予定でござい

ますけれども、現状で８０件ほどでござい

ます。 

総務部長が最初に御説明したとおり、こ

れからまた参加を募ることになりますの

で、何件増えるかは不明でありますけれど

も、８０件以上になろうかと思いますの

で、よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １番戸澤義典さ

ん。 

○１番（戸澤義典君） 緊急経済対策とい

うことで、飲食店にとっては大変よい事業

だと思います。 

その中で、第３弾を募集中ということ

で、１月に入ってから引き換えになるとい

うことで、本来ならばその事業と合わせ

て、第１弾でやったように飲食店限定で使

えるものというふうにすれば事業もスムー

ズだったし、町民もわかりやすかったと思

うのですけれども、多分、第３弾をやった

後に出てきた話だと思うのですが、どうい

う経緯でこういう緊急対策が出てきたのか

という話が１点。 

２点目が、札幌圏では自粛が２５日まで

延長されるという話がある中、片や自粛し

なさいというブレーキを踏んで、片や消費

を拡大しましょうというアクセルで、ブレ

ーキとアクセルを両方踏んでいるような事

業だと思うのです。 

その中で、持ち帰りなどの食べ物関係に

ついては回ると思いますが、特にスナック

などの飲のほうについては自粛の中ではプ

レミアム商品券が使われないのかなという

危惧もあります。 

今、４人以下でマスク会食というのが非
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常に奨励されています。そういう内容をき

ちんとアピールして、４人以下で飲み屋に

行きなさいというような広報といいます

か、そういう施策も必要だと思うのですけ

れども、その辺はどう考えているのかお聞

かせください。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） １点目のどういう

経過でという話でありますけれども、もと

もと皆様にお話ししていたとおり、１１月

末までのプレミアムと、１月からのプレミ

アム、そして、１２月については、忘年会

とか新年会があるので、それで経済は動く

だろうという考えでありました。 

本来であれば、１月の修正をして販売に

入れたほうが混乱がないというのは、当然

そういうふうに思っているのですけれど

も、いろいろな方から１２月の状況が変わ

った中で、何か手を打ってほしいという話

が出てきました。 

ですから、何がいいかということを私は

常に考えておりましたし、関係機関もアン

ケートではなく実際に出向いて、１番影響

があるであろう食堂組合、それから、ＪＡ

と会議所と話をさせていただきました。 

今回、抽出でアンケートもしたのですけ

れども、お正月に一番影響があるというと

飲食だろうという中で、商売として半分以

下に落ちる人たちが多いということがあっ

て、今回緊急に出すことが１番望ましいの

ではないかという一つの判断をさせていた

だきました。 

ですから、それで全てが拾われる話では

ないことも理解しております。 

私はこれをやるために、皆さんとお話を

して言われたのは、皆さんも感じていると

思いますけれども、今、コロナで延長して

自粛しようという中においては、美幌町で

コロナの感染者がまだいないということの

再認識をきちんとしなければいけないだろ

うと強く思っております。 

そういう意味では、今回実施に当たって

は、お店の方々は皆さんしっかりやってい

ると思うのですけれど、マスクを徹底する

とか、消毒とか、そういう緊張感を持って

皆さんが判断いただけるということを、訪

問するなり、チラシをつくるなりして、そ

れは徹底するようにということで内部で確

認して、会議所ともそういう話をさせてい

ただいています。 

ただ、今回のプレミアムだけではなく

て、これは大分前から言っているのですけ

れども、自分たちで努力もしてほしいとお

願いしてきております。 

ですから、そういうことをしっかりやっ

ていただく中で成り立つということで、今

回お認めいただいたら、再度しっかりやっ

ていただきたいと思っておりますので、本

来であれば、なぜという部分があるのです

けれども、それも一つの判断として提案さ

せていただいたという状況であります。 

ですから、持ち帰りの方々だけが利益を

得るかもしれないです。だから、その辺の

やり方も含めて広がる努力をみんなでいろ

いろ問いかけていただいて、アドバイスし

て、何とか今１番影響を受けるだろうとい

う飲食事業者を応援して、乗り切りたいと

いう思いでありますので、どうぞ御理解い

ただきたいと思っております。 

○議長（大原 昇君） １番戸澤義典さ

ん。 

○１番（戸澤義典君） 第３弾と重ねられ

なかったという趣旨はよく理解をいたしま

した。 

今回１万セット発行するということで、

余れば買って貢献したいと思いますが、本

来ならば、きょうの夜は行政との懇親会と

か、常任委員会でも忘年会だとか、あるい

は年明けて新年会だとか、そういうものが

全て中止になっております。それらを踏ま

えただけでも飲食店については大きなダメ

ージです。 

我々でもそれだけ中止ですから、ほかの

企業も含めると大打撃を被っているのは目
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に見えて明らかであります。 

我々議員、私だけかもしれないけれど

も、職員もぜひ協力していただきたいの

と、あとは先ほど言いましたように、持ち

帰り以外でも４人以下でマスクをつけて、

グループ単位で結構ですから、ぜひ御協力

していただければと思います。 

終わります。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） これで質疑を終わ

ります。 

これから、議案第８１号令和２年度美幌

町一般会計補正予算（第１０号）について

を採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第１７ 意見書案第１０号 

○議長（大原 昇君） 日程第１７ 意見

書案第１０号コロナ禍による地域経済対策

を求める意見書についてを議題とします。 

本案は、会議規則第３９条第２項の規定

によって、提案理由の説明を省略したいと

思いますが、これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。 

したがって、提案理由の説明を省略する

ことに決定しました。 

これから質疑を行います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。 

これから、本意見書案についてを採決し

ます。 

お諮りします。 

本意見書案は、原案のとおり決すること

に御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。 

したがって、本意見書案は、原案のとお

り可決されました。 

ただいま可決されました意見書は、議長

において別紙記載の提出先に提出すること

といたします。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第１８ 報告第１８号 

○議長（大原 昇君） 日程第１８ 報告

第１８号定期監査報告について。 

お手元に配付しているとおり、報告書の

提出がありましたので、お聞きすることが

あれば許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） ないようでありま

すので、報告第１８号定期監査報告につい

てはこれで終わります。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第１９ 報告第１９号 

○議長（大原 昇君） 日程第１９ 報告

第１９号財政援助団体監査報告について。 

お手元に配付しているとおり、報告書の

提出がありましたので、お聞きすることが

あれば許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） ないようでありま

すので、報告第１９号財政援助団体監査報

告についてはこれで終わります。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第２０ 報告第２０号 

○議長（大原 昇君） 日程第２０ 報告

第２０号例月出納検査報告について（８月

～１０月分）。 

お手元に配付しているとおり、報告書の

提出がありましたので、お聞きすることが

あれば許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（大原 昇君） ないようでありま

すので、報告第２０号例月出納検査報告に

ついて（８月～１０月分）はこれで終わり

ます。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第２１ 閉会中の継続調査 

       について 

○議長（大原 昇君） 日程第２１ 閉会

中の継続調査についてを議題とします。 

各委員長から会議規則第７５条の規定に

よって、お手元に配付した印刷物のとお

り、申出があります。 

お諮りします。 

各委員長から申出のとおり、閉会中の継

続調査とすることに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。 

したがって、各委員長から申出のとお

り、閉会中の継続調査とすることに決定し

ました。 

──────────────────── 

◎閉会宣告 

○議長（大原 昇君） 以上で、本定例会

に付議されました案件は全部終了しまし

た。 

会議を閉じます。 

これで、令和２年第１０回美幌町議会定

例会を閉会します。 

お疲れさまでした。 

 

午後 ３時５０分 閉会   
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